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第17回 熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録（平成22年6月15日) 

 

    第 17 回   熊本県議会  環境対策特別委員会会議記録 

 
平成22年6月15日(火曜日) 

            午前10時 1分開議 

            午前11時19分休憩 

            午前11時25分開議 

            午後 0時38分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 (1)産業廃棄物処理施設の公共関与推進に関

する件について 

 (2)有明海・八代海の環境の保全、改善及び  

水産資源の回復等による漁業の振興に

関する件について 

 (3)地球温暖化対策に関する件について 

 (4)付託調査事件の閉会中の継続審査につい  

て  

―――――――――――――――                           廃棄物対策課 

出席委員（16人） 

        委 員 長 吉 永 和 世 

        副委員長 池 田 和 貴 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 倉 重   剛 

        委  員 鬼 海 洋 一 

        委  員 渡 辺 利 男 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 中 原 隆 博 

                委  員  城 下 広 作 

                委  員  井 手 順 雄 

                委  員  重 村   栄 

                委  員  田 代 国 広 

                委  員  吉 田 忠 道 

                委  員  渕 上 陽 一 

                委  員  浦 田 祐三子 

                委  員  上 田 泰 弘 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

―――――――――――――――                                        林業振興課長 藤 崎 岩 男 

説明のため出席した者 

  環境生活部       

         部 長  駒 崎 照 雄 

                  次 長  谷 崎 淳 一 

         次 長  内 田 安 弘 

         次 長 山 本   理 

    首席環境生活審議員兼 

      環境政策課長 野 田 正 広 

  環境政策監兼環境政策課 

        環境立県推進室長 家 入   淳 

            環境保全課長  松 島   章 

           水環境課長 田 代 裕 信 

           自然保護課長 岡 部 清 志 

       廃棄物対策課長  加 久 伸 治 

  廃棄物公共関与政策監兼 

    公共関与推進室長  中 島 克 彦 

  企画振興部 

       政策審議員兼 

  交通対策総室課長補佐  横 井 淳 一 

商工観光労働部 

     新産業振興局長  真 崎 伸 一 

        産業支援課長  高 口 義 幸 

新エネルギー産業振興室長 森 永 政 英 

  農林水産部 

             次 長  麻 生 秀 則 

                  次 長  神 戸 和 生 

農林水産政策課 

農林水産政策監 国 枝   玄 

       農業技術課長  佐 藤   巖 

        園芸課長 城   啓 人 

首席農林水産審議員兼 

              畜産課長  高 野 敏 則 

            農村整備課長  田 上 哲 哉 

      森林整備課長  河 合 正 宏 
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      森林保全課長 久 保 尋 歳 

            水産振興課長  鎌 賀 泰 文 

漁港漁場整備課長 尾 山 佳  人 

  水産研究センター所長  田 辺   純 

  土木部 

        総括審議員兼次長  天 野 雄 介 

    土木技術管理室長  野 田 善 治 

          土木審議員兼 

      道路整備課課長補佐  上 野 晋 也 

        河川課長  林   俊一郎 

        港湾課長  潟 山 修 市 

            土木審議員兼 

      都市計画課課長補佐  平 山 高 志 

            土木審議員兼 

  都市計画課景観公園室長  亀 田 俊 二 

      下水環境課長  西 田   浩 

        建築課長 坂 口 秀 二 

      建築審議員兼 

建築課建築物安全推進室長 平 井   章 

   教育委員会事務局 

        義務教育課長  谷 口 慶志郎 

  企業局 

      次長兼総務経営課長  黒 田 祐 市 

      企業審議員兼 

  荒瀬ダム撤去準備室長 下 村 弘 之 

        工務課長  福 原 俊 明 

   警察本部 

           交通部参事官  田 上 隆 章 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課課長補佐 森 田   学 

      議事課課長補佐    鹿 田 俊 夫 

  ――――――――――――――― 

  午前10時１分開議 

○吉永和世委員長 それでは、ただいまから

第17回環境対策特別委員会を開催します。 

 なお、本委員会に５名の傍聴の申し込みが

あっておりますので、これを認めることとい

たします。 

 それでは、実質第１回目でございますの

で、一言ごあいさつを申し上げます。 

 本日は、皆様方には御存じのとおり、本委

員会には、産業廃棄物処理施設の公共関与推

進に関する件、有明海、八代海の環境の保

全、改善及び水産資源の回復等による漁業の

振興に関する件、地球温暖化対策に関する件

の３件の調査事件が付託されております。ど

の件も重要な課題であり、いろいろと御苦労

もあるかと存じますが、引き続き取り組んで

いかなければならないと考えておりますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 いずれにしましても、今後１年間、委員の

先生方を初め執行部の皆さんの御協力をいた

だき、池田副委員長とともに本委員会の円滑

な運営に努め付託調査事件に取り組んでまい

りたいと考えておりますので、どうぞよろし

くお願いを申し上げます。 

 簡単ではございますが、ごあいさつにかえ

させていただきます。 

 それでは、池田副委員長より一言ごあいさ

つをお願いいたします。 

 

○池田和貴副委員長 どうも、副委員長の池

田でございます。 

 本委員会に付託されました３件の重要案件

については、今吉永委員長が申されたとおり

でございます。今後１年間、吉永委員長を精

いっぱい補佐してやっていく所存でございま

すので、皆様方の御協力をよろしくお願い申

し上げます。 

 簡単ではございますが、ごあいさつとさせ

ていただきます。 

 

○吉永和世委員長 それでは、執行部関係課

職員の自己紹介を受けたいと思います。自己

紹介名簿の順に自席からお願いいたします。 

  （駒崎環境生活部長～中島公共関与推進

室長の順に自己紹介） 

  （横井交通対策総室政策審議員の自己紹

介） 
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  （真崎新産業振興局長～森永新エネルギ

ー産業振興室長の順に自己紹介） 

  （麻生農林水産部次長～田辺水産研究セ

ンター所長の順に自己紹介） 

  （天野土木部総括審議員～平井建築物安

全推進室長の順に自己紹介） 

  （谷口義務教育課長の自己紹介） 

  （黒田企業局次長～福原工務課長の順に

自己紹介） 

  （田上警察本部交通部参事官の自己紹

介） 

○吉永和世委員長 なお、自己紹介以外の職

員の方については、お手元に配付しておりま

す委員会資料の関係部課幹部職員名簿のとお

りでございます。 

 次に、執行部を代表して、駒崎環境生活部

長からごあいさつをお願いいたします。 

 

○駒崎環境生活部長 環境生活部長の駒崎で

す。 

 委員会の開会に当たりまして、執行部を代

表してごあいさつを申し上げます。マイクに

近いように座ってごあいさつさせていただき

ます。 

 環境対策特別委員会におかれましては、産

業廃棄物処理施設の公共関与の推進、有明

海、八代海の再生、地球温暖化対策の３項目

につきまして熱心な御審議と御指導をいただ

き、深く感謝を申し上げます。 

 まず、産業廃棄物処理施設の公共関与の推

進につきましては、昨年度、環境アセスメン

ト現地調査に着手をいたしました。この調査

は１年程度を要する見込みでございます。 

 今年度は、この調査と並行して、準備書・

評価書の作成を行うとともに、住民の御不安

に対して具体的な施設構造などを示し、理解

を深めていくため、実施設計に着手する予定

でございます。施設整備を進める上では、地

元の御理解が第一であり、引き続き、地元を

初め関係者の理解と協力を得ながら、しっか

りと取り組んでまいります。 

 次に、有明海、八代海の再生につきまして

は、県計画及び県議会からの提言に沿って、

生活排水対策、漁場環境の改善や種苗放流等

による水産資源の回復などに着実に取り組

み、汚水処理人口普及率の向上など一定の成

果を上げております。 

 しかしながら、干潟の泥質化や漁獲量の低

迷など、中長期的な課題も残っており、引き

続き、庁内はもとより、国、関係機関、団体

等と連携を図ながら、取り組みを進めてまい

ります。 

 また、地球温暖化対策につきましては、本

県の平成19年度のデータでは、温室効果ガス

排出量が、基準年である平成２年比で14.7％

増加しているという厳しい状況にあります。 

 昨年度は、県議会からの提言を踏まえ、熊

本県地球温暖化の防止に関する条例を制定

し、本年４月１日から施行しております。 

 この条例の円滑な運用を図り、関連施策の

着実な推進とともに、産業、運輸、家庭等各

部門における温室効果ガスの排出削減の取り

組みの促進に努めてまいります。 

 本日は、今年度初めての審議でございます

ので、これまでの経緯や主な事業の概要とあ

わせまして、本年度における取り組み及び今

後の予定等につきまして御説明することとし

ております。 

 詳細につきましては、この後、関係課長が

説明いたしますので、よろしくお願いを申し

上げます。 

 

○吉永和世委員長 では、お手元に配付の委

員会次第に従い、付託調査事件を審査させて

いただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 議題１、産業廃棄物処理施設の公共関与に

関する件、２、有明海・八代海の環境の保

全、改善及び水産資源の回復等による漁業の

振興に関する件及び地球温暖化対策に関する
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件について、一括して執行部から説明を受

け、その後、質疑は議題ごとに行いたいと思

います。 

 なお、委員会の運営を効率的に行いたいと

考えておりますので、説明につきましては簡

潔にお願いいたします。 

 では、執行部から説明をお願いいたしま

す。 

 それでは、産業廃棄物処理施設の公共関与

推進に関する件について、公共関与による管

理型最終処分場の整備について御説明をお願

いいたします。 

 加久廃棄物対策課長。 

 

○加久廃棄物対策課長 廃棄物対策課でござ

います。座らせて説明させていただきます。 

 資料８ページをお願いいたします。 

 まず、１の目的ですが、平成15年３月策定

の公共関与基本計画に基づき、県として産業

廃棄物の安定的な処理体制を確保するため、

県民の生活環境の保全や経済活動の維持促進

を図るインフラとして、公共関与による産業

廃棄物管理型最終処分場を整備することに取

り組んでおります。 

 ２のこれまでの取り組み状況でございます

が、平成17年度に南関町の候補地を第１番目

に建設に取り組む箇所として決定した以降、

さまざまな取り組みを行ってまいりました

が、平成20年度は処分場建設に係る基本設計

を策定いたしますとともに、環境影響評価の

一連の手続の第１段階となる方法書手続を終

了しております。 

 計画概要を記載しております。 

 基本設計段階では、埋め立て容量を約45万

立方メートルとしておりますが、今年度着手

する実施設計の中で、最終処分の動向も視野

に、最終的な規模、構造を決定してまいりた

いと考えております。 

 また、住民説明会等を経て、昨年度11月か

ら、環境影響評価方法書に基づき、約１年間

となる現地調査に着手しており、下段の表に

掲げておりますような、地下水、大気質、動

植物等の各種の調査を現在も実施しておりま

す。 

 次のページをお願いいたします。 

 ３の最近の取り組み状況ですが、事業推進

には、何よりも地元の理解が第一であること

から、これまでも関係町や議会、関係地区の

住民等、説明会を重ねてきており、本年度

も、５月から６月に和水・南関両町の議会、

南関町の関係地区住民説明会を開催し、事業

の進捗状況等を説明しているところです。 

 また、環境アセス手続については、現在現

地調査を実施している旨を説明したところで

すが、現地調査の結果を踏まえながら、具体

的な環境保全措置の内容を早い段階から住民

に提示し、安全性の理解を促進するために、

環境影響について調査、予測及び評価した結

果をまとめるアセス準備書及び評価書策定の

手続にも着手したところです。 

 ４の今後の取り組みのうち１の地元の理解

促進ですが、現時点では、地元からは施設の

必要性は理解されているものの、処分場に対

する不安から、依然として厳しい意見をちょ

うだいし、建設合意に至っていない状況で

す。 

 今後、周辺環境への不安に対しては、現在

行っている現地調査により現況を的確に把握

して、並行して実施する準備書、評価書策定

など、アセスの一連の手続を通じて丁寧に地

元説明を行い、理解を求めていきます。 

 また、施設への不安に対しては、最新技術

の導入も視野に、安全、安心な施設となるよ

う技術検討を重ね、実施設計の中で、具体的

な施設整備計画や安全対策に反映させて地元

の不安解消に努め、関係者との環境保全協定

の締結を目指して取り組んでまいります。 

 次に、地域振興策につきましては、公共関

与基本計画では、地域振興に努めると明記さ

れているところですが、住民説明会等では、
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合意形成ができてない段階では時期尚早との

意見が強いものの、一部には地域振興策とも

とれる意見があり、今後、地元町や地域住民

の意見を踏まえまして、具体的な振興策を検

討してまいりたいと考えております。 

 次のページをお願いいたします。 

 参考１として、事業工程を記載しておりま

す。今年度が山場となると考えております

が、環境影響評価、現地調査と並行して、準

備書・評価書の作成、実施設計に着手するこ

ととしております。また、これらの結果等を

地元にお示ししながら、環境保全協定を締結

につなげていければと考えております。 

 次のページをお願いいたします。 

 次の参考２は、建設予定地の航空写真を添

付しております。 

 写真は、南側上空から北方向を撮影してお

ります。予定地は、南関町の下坂下という場

所であり、高速の菊水インター近くの山砂の

採掘跡地でございます。左下の方に緑色が見

えておりますのが、中九州カントリークラブ

でございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願い

いたします。 

 

○吉永和世委員長 次に、有明海・八代海の

環境の保全、改善及び水産資源の回復等によ

る漁業の振興に関する件について、①有明

海・八代海の再生について説明をお願いいた

します。 

 野田環境政策課長。 

 

○野田環境政策課長 環境政策課でございま

す。申しわけございません、座って説明をさ

せていただきます。 

 資料の14ページをお願いいたします。 

 まず、有明海・八代海の再生につきまして

御説明をいたします。 

 これまでの経緯でございます。 

 背景でございますが、有明海・八代海は閉

鎖性が高い海域で、陸域からの影響を受けや

すく、漁場環境の悪化が強く懸念されており

ます。 

 有明海につきましては、平成12年冬の赤潮

の異常発生以来、近年も漁業生産の低迷が続

いている状況でございます。 

 また、八代海におきましても、平成12年７

月に発生した赤潮により被害が生じるなど、

依然として海域環境の悪化が危惧されている

ところでございます。 

 このような状況を踏まえまして、(2)の再

生への取り組みでございます。 

 まず、①としまして、平成13年にノリ被害

等に対する緊急対策を実施しております。 

 また、②では、関係課から成る政策調整会

議を設置し、平成13年12月に両海域の再生に

向けた総合計画を策定しているところです。 

 また、③では、県議会の御支援をいただき

ながら、関係５県と連携して特別措置法の早

期制定等について国に対し要望を行い、平成

14年11月に議員立法により特別法が成立した

ところでございます。 

 なお、特別措置法につきましては、資料の

22ページから23ページに概要をまとめており

ますので、後ほどごらんいただければと思っ

ております。 

 続きまして、15ページをお願いいたしま

す。 

 ④でございます。 

 県では、特措法の成立を受けまして、平成

15年３月に熊本県計画を策定し、以後、毎年

一部変更を加えながら改定をしております。 

 なお、本年５月に一部改定しました平成22

年度の県計画の青色の冊子をお手元に配付し

ております。この冊子でございます。これが

最新の計画でございます。また後ほどごらん

いただければと思っております。 

 続きまして、⑤でございます。 

 県議会におかれましては、平成15年６月、

有明海・八代海再生特別委員会を設置され、
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両海域の再生に向けた活発な議論をしていた

だき、平成16年２月に、生活排水対策の推進

など６つの重点項目、さらに、短期、中長期

の時間軸を入れて取り組むべき施策につきま

して、県に対する提言がなされたところでご

ざいます。 

 次の⑥でございます。 

 この提言で示された方向性に沿いまして、

生活排水処理施設の整備や作澪、覆砂等によ

る漁場整備、資源管理の強化など、短期的な

施策を中心に取り組みが進んだことにより、

一定の成果があらわれてきているところでは

ございます。 

 しかしながら、泥質化した干潟の再生の検

討など、中長期的な施策は今後また推進して

いく必要があり、さらに赤潮の発生、漁獲量

の低迷など根本的な課題も残っており、引き

続き総合的かつ計画的に取り組む必要がござ

います。 

 ページをめくっていただいて、16ページを

お願いいたします。 

 国等の取り組みでございます。 

 ①でございますが、国では、法律に基づき

まして促進協議会が組織され、毎年関係６省

庁と関係６県で協議が行われているところで

ございます。 

 ②でございますが、国や関係県が行う総合

的な調査、評価を行うための有明海・八代海

総合調査評価委員会が設置され、平成18年12

月に、再生方策や解明すべき課題等を取りま

とめました委員会報告が作成、提出されてお

ります。 

 ③のところで、その特措法の見直しについ

てでございますが、先ほどの総合調査評価委

員会は、特措法規則第３項に定める５年の見

直し期間後も、引き続き県や関係県が行う調

査に基づいて評価をできるようにするための

法改正でございます。まだ課題が残っており

ますので、今後進めていくためには法改正が

必要だというふうに認識をしているところで

ございます。一部改正法案が実は昨年７月国

会に提出されましたが、衆議院解散に伴い廃

案となっております。引き続き、九州知事会

等の御協力もいただきながら、法改正を求め

ていきたいというふうに考えております。 

 次に、(2)の関係６県の取り組みでござい

ます。 

 関係６県では、連絡協議会を設置しており

まして、両海域の再生に向けて連携して取り

組んでいるところでございます。 

 これまでの経緯につきましては、以上でご

ざいます。 

 

○田代水環境課長 水環境課でございます。

座って説明させていただきます。 

 17ページ、有明海及び八代海の状況につい

てでございますが、公共用水域に係ります水

質監視につきましては、法に基づき、水質測

定計画を県が国交省など関係機関と協議して

策定し、常時監視を行い、測定結果について

も、県が翌年度前半までに取りまとめ、９月

ごろになると思いますが、公表しておりま

す。 

 その状況でございますが、まず、前置きを

①に整理しておりますけれども、有明海・八

代海を幾つかの水域に分け、環境基準点を延

べ計53点設けまして、原則年間12回の測定を

実施しております。 

 ②その測定結果、20年度の結果でございま

すけれども、まず、人の健康の保護に関する

項目、カドミウム等21項目でございますけれ

ども、これは基準超過地点はございませんで

した。 

 次に、ＣＯＤの値、これは汚濁の指標とな

る数値でございますけれども、次のページを

見ていただきたいのでございますけれども、

次の18ページの上の表です。表１でございま

すけれども、有明海では、平成15年度2.1と

いう数字から、下の方へ平成20年度は1.9と

なっております。それから、八代海の方は、
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有明海よりもやや低い数値で推移しておりま

す。平成20年度は1.6ということで、いずれ

の海域もほぼ横ばい、若干改善というふうに

なっております。 

 なお、ノリの色落ちあるいは赤潮発生が問

題になりました平成10年度の数値は、書いて

ございませんけれども、有明海が2.6、それ

から八代海が2.3という数値でございまし

た。 

 表２、その下でございますけれども、環境

基準達成率の状況です。 

 水域ごとに当てはめられました各累計の基

準値を達成したかどうかということでござい

ますけれども、表の左側が有明海でございま

す。ＣＯＤ汚濁負荷の達成率は、平成20年度

は調査水域数７のうち６水域で達成したとい

うことで、達成率85.7％となっております。

それから、富栄養化の指標であります全窒

素・全隣の達成率は、３水域のうち２水域で

達成し、達成率は66.7％でございました。 

 表の右側が八代海でございますけれども、

ＣＯＤの達成率は11水域中10達成で90.9％、

窒素・隣は３水域のうち２水域で達成し、6

6.7％となっております。 

 ③汚濁物質の流入削減対策についてでござ

いますけれども、環境基準の達成に向け、引

き続き関係各県を含め各機関と連携して取り

組みます。特に、平成17年３月には、条例あ

るいは規則の改正を行いまして、平成20年４

月から施行し、汚濁物質の流入削減対策を強

化しているところでございます。 

 また、21年度から、環境基準の未達成水域

を対象にした水質環境重点調査を始めている

ところでございます。 

 水質の状況は以上でございます。 

 

○鎌賀水産振興課長 水産振興課です。座っ

て説明させていただきます。 

 資料は20ページでございます。 

 有明海・八代海の漁業生産の状況につい

て、まず、①漁業の状況でございます。 

 魚類の漁獲量は、左下の図１に示しており

ますとおり、有明海では引き続き減少傾向が

続いており、八代海でも長期的には減少傾向

が続いております。 

 次に、アサリの状況は、図２に示すとおり

でございますが、有明海では、平成20年は前

年よりわずかに減少しておりますが、21年は

推計で223トンと大幅に減少したと見られて

おります。八代海では、平成15年以降増加傾

向で、20年は1,990トンでございましたが、2

1年は減少に転じたと見ております。 

 次のページをお願いします。 

 ②の養殖漁業の状況です。 

 まず、ノリ養殖業は、左下の図３に示して

おりますとおり、有明海では、平成21年の生

産量は平年の86％で、前年に引き続く不作で

ございました。八代海では、さらに著しい不

作となっております。 

 魚類養殖は、図４のとおり、ブリは、平成

20年、21年の赤潮被害のため、生産量が大き

く減少しております。マダイは、この２年は

前年より増加をしております。 

 以上でございます。 

 

○吉永和世委員長 次に、有明海・八代海再

生に係る提言への対応について説明をお願い

いたします。 

 野田環境政策課長。 

 

○野田環境政策課長 環境政策課でございま

す。 

 それでは、引き続きまして、25ページをお

願いいたします。次の26ページにかけまして

施策等の一覧表でございます。 

 先ほど申しました平成16年２月に、定例県

議会におきまして、県に対し重点項目や短

期・中長期に取り組むべき施策等が示された

ものを一覧表にしたものでございます。この

提言を受けまして、関係各課におきまして、
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それぞれの施策に取り組んできたところでご

ざいますが、本日は、平成22年度の新たな取

り組みや、これまで当委員会において議論が

あり、継続的な報告が必要と考えられる施策

などを中心に御説明をいたします。 

 それでは、主な施策の取り組みにつきまし

て、資料に沿いまして各担当課から順次させ

ていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

○西田下水環境課長 下水環境課でございま

す。 

 資料の27ページをお願いいたします。 

 まず、施策、生活排水処理施設の整備促進

についてでございます。１の①提言の実現に

向けた取り組み概要をごらんください。 

 生活排水処理施設整備のマスタープランと

なります熊本県生活排水処理施設整備構想に

おきまして、平成22年度末の汚水処理人口普

及率の目標値を82％とし、下水道、農業集落

排水施設、浄化槽などの連携を図りながら整

備を進めてきております。 

 ２の21年度の取り組み実績をごらんくださ

い。 

 20年度末の汚水処理人口普及率は76.5％と

なっており、全国平均との差は若干あります

が、その差は近年着実に縮小してきており、

本県における取り組みの成果は着実にあらわ

れてきているものと考えております。 

 下水道につきましては、県が管理する３カ

所の流域下水道のほか、31市町村が公共下水

道の整備を進めました。また、農業集落排水

事業については、３市１町計６地区で整備を

行い、うち２地区が完了いたしました。漁業

集落排水事業については、２市３地区のうち

２地区が一部供用開始の運びとなっておりま

す。浄化槽につきましては、市町村設置型、

個人設置型合わせ42市町村が整備を行いまし

た。 

 ３の22年度の取り組み予定の下から２行目

をごらんください。 

 現在の生活排水処理施設整備構想は、平成

15年度に策定し、今年度を最終年度としてい

るため、近年の人口減少、高齢化の進展な

ど、社会情勢の変化を考慮に入れるととも

に、施設の建設だけではなく、維持管理や資

源エネルギーの有効利用のあり方などの視点

も含めた見直しを行いたいと考えておりま

す。 

 次に、１ページ飛びまして、29ページをお

願いいたします。 

 市町村に対する浄化槽市町村整備推進事業

への取り組みの働きかけについてでございま

す。 

 １の①取り組み概要をごらんください。 

 

 浄化槽の整備を計画的に進めることができ

ることと適正な維持管理が担保されることか

ら、県では、浄化槽の設置及び維持管理を個

人にかわって市町村が行う市町村設置型の導

入を市町村に対し要請してきているところで

あり、昨年度は10市町村が実施いたしまし

た。なお、県の支援策といたしまして、実施

市町村に対し事業費の補助も行っておりま

す。 

 ②の課題ですが、基本的に市町村設置型浄

化槽の補助率は３分の１になっており、下水

道や集落排水に比べて低い率になっているこ

とが事業の促進に影響を与えている一因と考

えております。 

 そのため、２の21年度の取り組み実績の２

行目をごらんください。 

 県としては、補助率の引き上げを国に対し

要望してきておりまして、今年度から、省エ

ネタイプ浄化槽を設置する場合に限り補助率

が引き上げられることになりました。ただ、

その採択に当たっては規模要件もあり、どの

市町村でもオーケーというわけにはいきませ

んので、今年度の取り組みといたしまして

は、補助率の引き上げ対象が全体に拡大する
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よう、国に対し要望を行ってまいりたいと考

えております。 

 下水環境課は以上でございます。 

 

○田代水環境課長 水環境課でございます。 

 １ページ飛びまして、31ページをお願いい

たします。 

 生活排水対策、普及啓発活動の展開につい

てでございます。 

 ①取り組み概要にありますように、平成14

年度から、くまもと・みんなの川と海づくり

県民運動を実施しております。 

 ２番、平成21年度の取り組みは、８月29日

に、甲佐町の河川公園をメーン会場といたし

まして川や海辺の一斉清掃を行い、県下合計

で年間４万9,000人の参加をいただきまし

た。また、県民大会は、11月７日、菊池市で

開催、そのほか、川の環境調査や水環境アド

バイザー派遣事業等を行っております。 

 ３、本年度も引き続き、市町村やＮＰＯ、

県民、事業者等とともに幅広く推進していき

ます。 

 なお、今年度、一斉清掃のメーン会場は、

８月29日日曜日に荒尾市の方で考えておりま

す。それから、県民大会は、11月上旬に芦北

町の方で今計画をしているところでございま

す。 

 続きまして、次のページ、上乗せ規制適用

区域の設定についてでございます。 

 これは、規制区域を一部の区域から有明

海・八代海に流入する流域、ほぼ県全域にな

りますけれども、そこに拡大するとともに、

法に上乗せする水質基準を強化するもので、

平成17年に条例等を改正し、20年４月から施

行しております。 

 施行までの３年間で24カ所の説明会を実施

いたしまして、２の取り組み実績欄に書いて

おりますけれども、平成21年度は426の事業

場に立入調査を行う中で、この項目の規制強

化につきましては６件の違反がありまして、

従来からの規制違反分等を合わせますと、17

件の違反に対して指導を行っております。 

 今年度は、規制対象は1,000近くございま

すけれども、ローテーションあるいは事業場

の規模、それから過去の経歴等を勘案しまし

て、424事業場に立ち入り水質確認等を予定

しております。 

 次のページ、条例による規制対象項目の追

加でございますけれども、これは県の生活環

境条例で、本県独自に規制しております業種

につきましても、法律と同様に窒素、隣の基

準を設定し、これも平成20年４月から施行し

ております。立入検査の結果では、昨年度は

この規制に係る違反はございませんでした。

なお、一昨年度、20年度は14件の違反がござ

いました。今後も、調査、指導を行ってまい

ります。 

 それから、次のページでございます。 

 窒素、隣の上乗せ規制の検討でございま

す。 

 これは、関係県の間で検討していくもので

ございますが、２の取り組み実績に書いてお

りますけれども、６県の連絡協議会、それか

ら２ポツ目、その下の環境部会で、それぞれ

のデータ情報の共有化とともに、この規制強

化の件につきまして議論をしておりますけれ

ども、水産活動への配慮の視点から消極意見

も出ている状況でございます。 

 また、先ほどの報告でも触れましたけれど

も、３ポツ目でございます。 

 水深ごとの水質や海底底質等について重点

調査を始めております。昨年度は、八代海中

～北部水域、本年度、22年度は有明海の白

川・緑川沖で実施します。なお、今後荒尾沖

等でも実施予定としております。 

 水環境課は以上でございます。 

 

○佐藤農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 資料の36ページをお願いします。 
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 農業・畜産対策のうちの農薬・化学肥料の

使用総量の削減についてでございます。 

 １の①の枠内にお示ししておりますとお

り、環境と安全に配慮した農業への取り組み

全体の総称をくまもとグリーン農業としまし

て、農薬・化学肥料の使用量の削減に取り組

んでおります。 

 特に、持続農業法に基づいて、減農薬・減

化学肥料栽培に取り組んでおりますエコファ

ーマーを初め、熊本型特別栽培農産物である

「有作くん」、さらには、農地・水・環境保

全向上対策事業の営農活動支援の部分につい

て推進を図っているところです。 

 この結果、２の21年度の実績は、エコファ

ーマーの認定数が全国で３番目の9,939件と

なって、本年度目標にしております１万件に

一歩近づいておりまして、農地・水・環境保

全向上対策では、支援対象が前年度より17地

区1,110ヘクタール増加しております。農薬

と化学肥料の使用総量も着実に減少してきて

おります。 

 農業技術課は以上でございます。 

 

○鎌賀水産振興課長 水産振興課です。 

 39ページをお願いいたします。 

 提言項目は、漁場改善計画の策定推進とそ

の着実な実施でございます。 

 ①のところで取り組み概要でございます

が、魚類養殖では、環境負荷を少なくするた

め、漁場改善計画が着実に実施されるよう、

調査、指導を行うものです。また、ノリ養殖

についても、漁場行使の改善等を盛り込んだ

漁場改善計画の実施について指導、助言等を

行うものでございます。 

 ２のところの平成21年度の取り組み実績で

ございますが、魚類養殖については、底質調

査の実施、会議等を通じて指導を行っており

ます。ノリ養殖につきましては、会議や講習

会等を通じて指導、助言を行うとともに、漁

場環境調査等の結果に基づきまして情報提供

を行っております。 

 ３の22年度の取り組み予定でございます

が、漁場改善計画の目的達成のために、引き

続き指導を行ってまいる予定でございます。 

 以上です。 

 

○河合森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 42ページをお願いいたします。 

 提言項目が森林の整備、施策がボランティ

ア活動への支援でございます。 

 １の①の提言の実現に向けた取り組み概要

でございますが、県民の森林ボランティア活

動への参加を推進することとしております。 

 ②の課題でございますが、主なものといた

しましては、最初のポツでございますが、県

民が森と触れ合い学ぶことで、森林への理解

を深めることが不可欠であること、最後のポ

ツでございますが、企業が社会貢献活動の一

環として森林の整備に取り組む事例がふえて

きており、その対応も重要となっておりま

す。 

 ２の平成21年度の取り組み実績でございま

すが、県民の皆さんが森林への理解を深める

ため、森林自然観察・体験教室の開催や、県

民の皆様が気軽に森づくりを体験できる場と

いたしまして、県内３カ所にありますみどり

世紀の森におきまして森林整備活動を行った

ところでございます。さらに、企業による森

づくりを促進するため、企業訪問を行うなど

の取り組みを行っております。22年度におき

ましても、昨年度と同様の取り組みを行うこ

ととしております。 

 森林整備課関係は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

○尾山漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 資料の45ページをお願いします。 

 干潟等の漁場環境改善のための耕うん、作
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澪、覆砂、藻場造成の取り組み状況につい

て、中段の21年度の取り組み実績に記載して

おりますけれども、覆砂につきましては、県

営事業により、宇土市網田地区において砕石

を用いた覆砂を実施しております。また、市

町村営により、玉名地区と熊本地区において

覆砂を実施しております。増殖場、藻場につ

きましては、県営事業により天草の３地区で

実施しました。 

 次に、海底耕うんとしまして、有明海の水

深20メーター程度の海底を耕うんし、クルマ

エビ等の生息環境の改善状況につきまして調

査を実施しております。 

 次に、平成22年度の取り組み予定ですけれ

ども、覆砂につきましては、県営事業によ

り、熊本市、宇土市、八代市地先におきまし

て覆砂を、また、市町村営により、熊本地区

において覆砂を実施します。 

 追加経済対策の繰り越し分につきまして

は、県営事業により、八代海北部地区におい

て覆砂を、また、市町村営により、玉名地区

において覆砂を実施します。増殖場、藻場に

つきましては、県営事業により天草の２地区

で実施します。 

 次に、海底耕うんとしまして、有明海の海

底を耕うんし、調査を実施することとしてお

ります。 

 以上でございます。 

 

○野田環境政策課長 環境政策課でございま

す。 

 48ページをお願いいたします。 

 海砂利採取の縮小についてでございます。 

 海砂利採取への対応につきましては、平成

20年１月に海砂利採取削減計画を定めまし

て、計画の２年目に当たります平成21年度

は、前年比2.4％減となります20万立米を限

度量とし、実績は、その範囲内であります19

万186立米を認可したところでございます。

また、今年度の削減計画としましては、昨年

度の2.5％減となります19万5,000立米として

いるところでございます。 

 今年度の取り組み予定でございますが、昨

年12月に砂利採取削減計画の実施初年度であ

ります平成20年度の違法採取が摘発されたこ

とも踏まえまして、再発防止策の強化を図り

ますとともに、本計画の遵守を海砂利採取業

界に改めて徹底してまいることとしておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○高口産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 49ページをお願いいたします。 

 法令の遵守・指導についてでございます

が、先ほど環境政策課長も申しましたよう

に、昨年12月に海上保安部により海砂利採取

の違法採取が摘発され、ことしの４月に平成

20年度の知事認可量より32万3,351立米超過

採取したとして、有限会社天祐海運及びその

代表者ほか２名に対して罰金刑が確定いたし

ました。 

 このような状況を踏まえ、平成22年度の取

り組みについてでございますが、３ポツの

（1）の再発防止策につきましては、平成22

年度から４点を追加して実施することといた

しております。  

 まず、採取時の写真及び税理士証明つきの

砂利販売額を採取実績報告書に添付させるこ

とといたしております。 

 次に、立入検査につきましては、提出させ

ました税理士証明つきの砂利販売額と作業日

報、納品書等を照合することといたしており

ます。 

 ３点目につきましては、監視強化のため、

漁業取締船との連携を強化し、取締船の航海

日誌に採取状況、運搬状況等を記録し、毎月

の採取実績報告書と照合することとしており

ます。また、関係課で連携して、陸上からの

監視を強化することといたしております。 
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 次に、(2)の行政処分等についてでござい

ますが、現在検討中でございますが、砂利採

取法の規定に基づき、砂利採取業者の登録の

取り消し、または６カ月以内の事業の全部も

しくは一部の停止処分を行うことになりま

す。 

 次に、一般海域管理条例に基づきまして、

徴収を免れた土石採取料の金額の５倍以内の

金額の過料処分を行うことになります。ま

た、徴収を免れました土石採取料の金額を民

事上の不当利得として返還請求を行います。 

 次に、(3)の平成22年度の許認可について

でございますが、関係課で協議しながら適正

に対処してまいることといたしております。 

 以上でございます。 

 

○野田環境政策課長 続きまして、50ページ

をお願いいたします。 

 干潟等の実態の把握についてでございま

す。 

 県で設置しました有明海・八代海干潟等沿

岸海域再生検討委員会からの報告を踏まえた

取り組みを推進しております。昨年度は、国

等が実施します各種調査についての情報収集

を行いますとともに、国に対して新たな調査

の実施要望を行ったところでございます。 

 また、干潟漁業体験実習セミナー、あるい

は地域の環境保全活動団体や漁業者の方々が

活動を継続して行う協働体制づくりの支援な

どの取り組みを行ったところでございます。 

 今年度の取り組みとしましても、情報収集

に引き続き努めますとともに、出前講座や各

地域の環境保全活動団体等によります協働体

制づくりの支援などの取り組みを行ってまい

ることにしております。 

 以上でございます。 

 

○鎌賀水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 55ページをお願いいたします。 

 施策は、栽培漁業の推進体制の見直しでご

ざいます。 

 １の①取り組み概要は、国が示す栽培漁業

の基本方針に基づき、必要な魚種、放流量を

検討し、県として新たな栽培漁業基本計画を

策定するものでございます。 

 ２の平成21年度の取り組みといたしまして

は、現在の基本計画に基づき、マダイ、ヒラ

メ等の共同放流を実施するとともに、基本計

画について関係機関と協議を進めたところで

ございます。 

 ３の平成22年度の取り組み予定でございま

すが、国の基本方針に基づきまして、平成22

年度は、関係者の意見の取りまとめ、調整を

行い、県として基本計画の策定を行う予定で

ございます。 

 続いて、次のページをお願いします。56ペ

ージです。 

 アサリなど漁獲サイズや漁期の制限等、資

源管理の強化でございます。 

 アサリ資源回復計画を策定しております

が、年7,000トンの安定漁獲を目指して資源

管理の取り組みを支援していくものでござい

ます。 

 21年度の取り組み実績としましては、近年

回復傾向にありましたアサリの漁獲量が、競

合種であるホトトギスガイの大量発生で大幅

に減少したため、その調査を行うとともに、

関係漁協が駆除を行ったところです。 

 また、菊池川下流域のハマグリにつきまし

ては、資源の維持、回復を目的に、内水面漁

場管理委員会指示が発動されたところです。 

 ３の22年度の取り組みでございますが、引

き続き漁場管理の強化に努め、資源管理に取

り組むよう関係漁協等を指導してまいる予定

でございます。 

 次のページ、57ページをお願いします。 

 栽培漁業における複数県による広域連携の

推進です。 

 取り組みとしましては、マダイ、ヒラメに
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つきましては鹿児島県と、クルマエビについ

ては有明沿岸４県と共同放流、調査に取り組

むものでございます。 

 平成21年度の取り組み実績は、八代海で

は、マダイ、ヒラメについて、引き続き放流

と調査を行っております。 

 21年度から、国の事業による有明海での新

たな取り組みとしまして、クルマエビ放流尾

数の上乗せ、ガザミ、ヒラメの放流、ハマグ

リの中間育成を行っております。 

 22年度は、引き続き各県と連携した放流と

調査に取り組む予定でございます。 

 続いて、58ページをお願いいたします。 

 施策としましては、資源回復計画策定など

の検討でございます。これは、資源が著しく

減少した魚種について、関係機関との協議を

経て資源回復計画を策定するものでございま

す。 

 21年度の取り組みとしましては、既に計画

を策定している４魚種については計画の実施

に努めております。そのうちトラフグの計画

につきましては、計画期間の延長等一部を変

更しております。 

 22年度の取り組みでございますが、資源回

復計画の対象魚種については、計画に基づい

て資源管理型漁業の推進に引き続き取り組ん

でまいる予定でございます。 

 以上でございます。 

 

○田辺水産研究センター所長 67ページをお

願いいたします。 

 国等との共同研究等の推進でございます

が、より効率的・効果的な調査研究を行うた

めには他機関との連携強化が必要であるとい

う観点から、２番で掲げております21年度の

取り組みを行っております。藻場の回復・拡

大技術の高度化、以下米印で書いてあります

13の事業について関係機関と連携し、また

は、共同で試験研究、調査を行っておりま

す。 

 今年度の取り組みとしまして、３で書いて

おりますけれども、引き続き共同研究などの

関係機関との連携を行うとともに、特に一昨

年、昨年八代海で多大な漁業被害を出しまし

たシャトネラ赤潮につきまして、独立行政法

人であります水産総合研究センターや関係県

――長崎、鹿児島でありますけれども、と連

携しながら、実用的な有害プランクトンの駆

除、漁業被害の防止の開発に取り組んでまい

ります。 

 次のページ、68ページをお願いいたしま

す。 

 有明海・八代海再生のための研究の重点化

でございますが、昨年度の実績といたしまし

ては、学識経験者、漁業者等を委員とする研

究評価会議や研究推進委員会を開催しまし

て、21年度に完了する研究調査事業等につい

て御審議いただいて、評価をいただいたとこ

ろでございます。 

 その評価等をもとにし、３番で書いてあり

ますけれども、本年度の取り組み予定とし

て、有明海・八代海再生のために、新たに３

事業を取り組んでまいります。 

 まず１点目は、前ページでちょっとお話し

いたしました赤潮防除の技術開発試験でござ

います。 

 その他、アサリ、ハマグリ等の二枚貝資源

安定化対策事業や八代海・有明海の環境変動

を把握するために、漁場環境モニタリング事

業に取り組み、調査研究の充実・重点化に努

めてまいります。 

 以上です。 

 

○鎌賀水産振興課長 水産振興課です。 

 先ほど１つ飛ばしてしまいましたので、申

しわけございませんが、62ページをお願いい

たします。 

 施策は、海域特性に対応した適切なノリ養

殖管理の推進でございます。これは、生産者

に対して、ノリ養殖に必要な情報の提供や必
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要な養殖管理の指導を行うものでございま

す。 

 平成21年度は、高水温環境下での養殖スケ

ジュールの見直しについて、会議等を通じて

啓発を行っております。また、必要な情報の

提供と指導を行ってきております。 

 平成22年度の取り組みでございますが、こ

れまでの取り組みを継続し、養殖業者の利益

向上につながるような養殖手法の改善に取り

組んでまいる予定でございます。 

 次は、済みません、70ページでございま

す。 

 諫早湾干拓事業に係る中・長期開門調査の

実施でございます。 

 この取り組みでございますが、県としまし

ては、有明海の環境変化と原因究明のために

は諫早湾干拓事業の開門調査が必要との立場

でございまして、まずは環境アセスメントの

早急な実施を求めてきております。 

 平成21年度の取り組みとしましては、国が

作成した環境影響評価の方法書に県知事意見

を提出するなどいたしております。 

 平成22年度の取り組み予定のところでござ

いますが、今後は国の動向を見守りながら、

関係県と連携して対応していくこととしてお

ります。 

 以上でございます。 

 

○吉永和世委員長 次に、有明海・八代海再

生に向けた県計画に関する平成22年度事業に

ついて説明をお願いいたします。 

 野田環境政策課長。 

 

○野田環境政策課長 それでは、続きまし

て、71ページをお願いいたします。 

 有明海・八代海再生に向けた熊本県計画に

関する平成22年度事業につきましてでござい

ます。 

 県計画に関し当初予算に計上しております

事業を、71ページから84ページにかけて一覧

表で記載をしております。今年度の事業総数

は69事業、事業費総額は約140億円となって

おります。昨年度当初予算と比較しまして、

約30億円、17.6％の減となっております。 

 事業費減の主な理由としましては、下水道

や集落排水施設等の整備、河川、海岸、港

湾、漁協等の整備、間伐等の森林整備など、

ハード関係の事業が減額となっていることで

ございます。 

 本日は、詳細な説明は省かせていただきま

すが、71ページから74ページにかけまして、

水質等の保全に関する事項に関する事業が約

33億円、74ページから75ページの干潟等の浄

化機能の維持及び向上に関する事項に関する

事業が約１億9,000万円、75ページから76ペ

ージにかけましての河川、海岸、港湾及び漁

港の整備に関する事項に関する事業が約56億

5,000万円、76ページから77ページの森林の

機能の向上に関する事項に関する事業が約44

億円、78ページの漁場の生産力の増進に関す

る事項に関する事業が、再掲の事業を含めま

して約６億4,000万円、78ページから81ペー

ジの水産動植物の増殖及び養殖の推進に関す

る事項に関する事業が、再掲の事業を含めて

約６億7,000万円、81ページの有害動植物の

駆除に関する事項に関する事業が約200万

円、81ページから82ページの海域の環境の保

全及び改善並びに漁業の振興等に関するその

他の重要事項に関する事業が、再掲を含めて

約３億円となっております。最後に、82ペー

ジから84ページの調査研究等の推進に関する

事業が、再掲の事業を含めて約１億円となっ

ております。 

 個別の事業につきましては、先ほど関係課

から御説明しました説明資料と重複する部分

もございますので、関係課からの説明は省略

させていただきます。 

 有明海・八代海に関する御説明は以上でご

ざいます。よろしく御審議のほどお願いいた

します。 
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○吉永和世委員長 次に、地球温暖化対策に

関する件につきまして、まず１番目としまし

て、地球温暖化に関する現状等について説明

をお願いいたします。 

 

○野田環境政策課長 資料の86ページをお願

いいたします。 

 地球温暖化に関する現状等につきまして、

環境政策課の方から説明をさせていただきま

す。 

 まず、(1)の温室効果ガスの排出量につき

ましてですが、直近のデータでいいますと、

国は、平成２年から1.6％増、②のところ

で、本県の状況は14.7％というふうに大幅に

上回っている状況でございます。 

 本県におきます部門別の排出内訳につきま

しては、図１をごらんください。 

 工場やオフィスが中心となる産業部門と業

務その他の部門の合計が53.8％と半数以上を

占めております。 

 続いて、図２をごらんいただきたいと思い

ます。 

 基準年と比較しました部門別の排出量の伸

びを示したものでございます。家庭部門から

の伸びが25.8％と最も大きく、続いて産業部

門、業務その他部門と続いているところでご

ざいます。 

 87ページをお願いいたします。 

 温室効果ガスの削減目標についてでござい

ます。 

 国の当面の目標は、京都議定書に基づきま

して1990年比６％の削減で、中期目標は、現

在国会で審議中の地球温暖化対策基本法案に

盛り込まれました1990年比で、2020年で25％

削減、2050年で80％削減というものでござい

ます。これも法案の状況によってどうなる

か、ちょっと今不透明なところはございます

けれども。 

 本県の削減目標は、平成22年度の排出量を

平成２年比で６％削減するということにして

おります。本年度、熊本県地球温暖化の防止

に関する条例に基づきまして策定する予定に

しております熊本県地球温暖化対策推進会議

の中で、国の動向等を踏まえながら、本県の

状況も考えて検討していきたいと考えており

ます。この計画については、後ほど御説明を

いたします。 

 続きまして、(3)の地球温暖化に対する提

言の部分でございます。 

 昨年３月、当環境対策特別委員会から、当

面の排出削減目標６％の達成と、次の中期目

標の策定実現につなげるため、一番下にござ

います四角の囲みに示しております４項目を

重点的に取り組むことを内容とする地球温暖

化に対する提言を取りまとめていただきまし

た。以下、この提言に対して御説明をしてま

いります。 

 次に、88ページをお願いいたします。 

 対応の概要を記載しております。表の左の

欄から提言に示された４つの重点項目、次が

重点項目を推進するための取り組み、次が平

成21年度の主な取り組み実績、その次が平成

22年度の主な取り組み予定、一番右に記載し

てありますのが資料のページとなっておりま

す。 

 それでは、産業・業務その他部門の事業活

動における取り組み推進について御説明をい

たします。 

 89ページをお願いいたします。 

 提言の概要は、事業者のメリット等に配慮

した自主的・計画的な削減の取り組みを推進

すること、また、熊本県地球温暖化の防止に

関する条例により、経済と環境の両立という

共通認識のもと、経済界と連携した地球温暖

化対策を着実に進めることとされておりま

す。 

 平成21年度の取り組み実績としましては、

条例の制定を進めてまいりました。環境審議

会の答申、パブリックコメント等を経まし
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て、ことしの２月の県議会に提案をし、可決

をいただき、４月から施行をしているところ

でございます。 

 条例の内容は、持続的な県経済の発展や県

民生活との両立等を基本に、総合的な対策、

特に３つの計画書制度を導入しておるところ

でございます。お手元に地球温暖化防止に関

する条例のパンフレットを差し上げておりま

すので、後ほどごらんいただければと思って

おります。 

 続きまして、90ページをお願いいたしま

す。 

 22年度の取り組み予定では、条例の円滑な

運用のため、中小規模事業者への支援等、３

つの施策を実施してまいります。また、県内

での排出削減を着実に進めていくための熊本

県地球温暖化対策推進計画を策定することに

しております。 

 続きまして、91ページをお願いいたしま

す。 

 公共交通機関の利用促進についてでござい

ます。 

 提言の概要は、当部門の排出量の５割強を

占めます自家用自動車の使用抑制が重要であ

り、公共交通機関への転換を促すため、バス

路線の再編、ノーマイカー通勤の強化、パー

ク・アンド・ライドや乗り継ぎの円滑化を図

ることとされております。 

 次の平成21年度の実績及び22年度の取り組

みにつきましては、施策の担当課から内容に

沿って順に説明をいたします。 

 

○横井交通対策総室政策審議員 交通対策総

室でございます。 

 92ページをお願いいたします。 

 平成21年度の取り組み実績といたしまし

て、①ノーマイカー通勤運動の強化等につい

て御説明いたします。 

 一番上の丸ですが、公共交通機関利用促進

キャンペーンを、毎年９月から10月に実施し

ております。 

 その下の黒ポツにありますように、昨年度

も、街頭キャンペーンですとか、バス・電車

の半額割引券提供等の事業を実施いたしまし

た。 

 続きまして、94ページをお願いいたしま

す。 

 本年度の取り組み予定の①ノーマイカー通

勤運動の強化等でございますけれども、２つ

目の丸ですが、毎年実施しております公共交

通利用促進キャンペーンと連動いたしまし

て、本年は、土曜、日曜、祭日に限ってでは

ございますが、１カ月間バス小児運賃を無料

化する実証実験を行うこととしております。 

 以上でございます。 

 

○野田環境政策課長 済みません、資料は戻

っていきまして、92ページの方をお願いいた

します。 

 ①の丸の２番目の推進体制から御説明をい

たします。 

 推進体制の整備としまして、ノーマイカー

通勤とエコドライブをあわせて推進していき

ますために、熊本県ストップ温暖化県民総ぐ

るみ運動推進会議の中にエコ通勤推進委員会

を設置したところでございます。 

 次の丸が、免許更新者を対象としたエコド

ライブの普及啓発を、免許センターと連携し

て取り組みを行っているところでございま

す。 

 次の４つ目の丸につきましては、県の率先

行動としまして、知事部局は31台、県警は32

台、合計63台の低公害車を導入したところで

ございます。 

 最後に、条例への位置づけでございます

が、公共交通機関や自転車等への利用転換、

エコドライブの推進、環境負荷の低い自動車

の購入などに努めることを規定しているとこ

ろでございます。 

 続いて、94ページをお願いいたします。 
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 ①のノーマイカー通勤運動の強化等でござ

います。 

 丸の３番目のところでございます。条例に

よるエコ通勤環境配慮計画書制度の導入に伴

いまして、計画書等を提出しました事業者が

行います駐輪場整備やエコドライブの推進に

対する支援を行ってまいります。 

 そのほか、①の一番下の丸のところに県職

員を対象としたエコドライブの研修、こうい

ったものも実施をしていくということにして

いるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○横井交通対策総室政策審議員 交通対策総

室でございます。 

 恐れ入りますが、もう一度92ページの方に

お戻りいただきたいと思います。 

 ページの下の方の②バス路線再編の協議の

支援でございますけれども、熊本市における

バス交通のあり方検討協議会におきまして、

市バス事業の運行に関する意見書の提出です

とか、東バイパスライナーの実験運行等を行

っております。 

 また、熊本市以外におきましても、県内各

地域の公共交通会議の法定協議会等に委員と

して参画いたしまして、各地域の取り組みを

支援いたしました。 

 94ページをお願いいたします。 

 真ん中あたりの②バス路線再編の協議の支

援についての本年度の取り組み予定でござい

ますけれども、昨年度に引き続きまして、熊

本市を初め県内各地域の協議会に積極的に県

として参画いたしまして、地域の取り組みを

支援してまいることとしております。 

 当総室からは以上でございます。 

 

○平山都市計画課土木審議員 都市計画課で

ございます。 

 運輸部門、公共交通機関の利用促進、③乗

り継ぎの円滑化について御説明申し上げま

す。 

 93ページの最下段をお願いいたします。 

 平成21年度の取り組み実績でございます

が、１つ目のアンケート調査等の実施につき

ましては、平成21年に利用者等へのアンケー

ト調査を行い、その結果の取りまとめを行う

とともに、ダイヤ改善等利用者の要望事項等

について、交通事業者などの関係者へ働きか

けを行いました。 

 ２つ目の広報活動の実施につきましては、

ラジオやＮＨＫのデータ放送及び県のホーム

ページによる普及啓発など、運用中のパー

ク・アンド・ライドの利用促進を図りまし

た。 

 ３つ目の新たな取り組みとしましては、普

及促進に向け、合志市において、熊本電鉄新

須屋駅で、平成21年７月から実証実験を実施

中でございます。また、宇土市において、Ｊ

Ｒ宇土駅周辺におけるパーク・アンド・ライ

ド駐車場の設置に向け、関係機関と協議を開

始し、理解と協力を求めてまいりました。 

 続きまして、94ページの最下段をお願いい

たします。 

 平成22年度の取り組み予定でございます

が、１つ目は、さらなる利用促進を図るた

め、これまでのラジオ・テレビ等の周知、広

報については継続して実施するとともに、利

用頻度の高い女性などをターゲットとした広

報など、より効果的なＰＲ方法を検討し、実

施してまいります。また、アンケート調査の

結果を踏まえ、利用者の満足度向上に向け、

交通事業者などへさらなる働きかけを行って

まいります。 

 ２つ目は、関係機関と協議中のＪＲ宇土駅

や既存の交通結節点や駅前広場が検討されて

いる箇所におきまして、関係者に理解を求め

ていくとともに、その取り組みを積極的に支

援し、普及促進を図ってまいります。 

 以上でございます。 
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○森永新エネルギー産業振興室長 新エネル

ギー産業振興室でございます。座らせて説明

させていただきます。 

 同じ94ページの一番下の丸をごらんいただ

きたいと思います。 

 当室におきまして、今年度新たに電動バイ

クを活用した乗り継ぎ等の実証実験を取り組

むことといたしております。新規事業でござ

いますので、平成21年度の取り組み実績のと

ころには、記述は特に設けておりませんが、

平成21年度におきまして、当時の産業支援課

の事業といたしまして、産学官から成る電気

エネルギーの活用による次世代交通システム

推進事業の検討委員会というのを設けまし

て、自動車、バイク、バス等の各種電気を利

用した交通網の整備の普及とか関連産業の振

興につきまして、課題や対応策の検討を実施

したところでございます。 

 この検討を踏まえまして、ここに掲げてお

りますように、運輸部門の対策となります県

内の重点インフラ整備の一環といたしまし

て、地域グリーンニューディール基金を活用

いたしまして、駅等に併設する形でソーラー

つきの駐輪場を県内２カ所程度整備をさせて

いただきたいと思っておりまして、電動バイ

ク等を活用した乗り継ぎの円滑化の実証実験

をやっていきたいと思っているところでござ

います。現在、実証のための駐輪場の整備と

かやり方とかについての公募を行っていると

ころでございます。 

 新エネルギー産業振興室は以上でございま

す。よろしく御審議をお願いいたします。 

 

○野田環境政策課長 続きまして、資料の95

ページをお願いいたします。 

 家庭における取り組みの強化についてでご

ざいます。 

 提言の概要ですが、家庭部門の排出量は世

帯の増加や家電製品等の普及に伴い増加して

おりますので、家庭において身近に取り組む

ことができる省エネ行動の実践及び削減効果

の大きい省エネ家電製品の購入促進が効果的

であり、民間活力による新たな仕組みの構築

を働きかけていくこととされております。 

 平成21年度の取り組みでございますが、丸

の１番目でｅ－チャレンジ事業では、昨年２

回、電気使用量の削減取り組みとしてコンテ

ストを実施したところでございます。 

 ２番目の総ぐるみくまもと環境フェアは、

ＮＰＯ法人等と共同で実施したもので、約１

万人の県民の方に参加をいただきました。 

 ３つ目のライトダウンキャンペーンは、６

月、７月、12月にＮＰＯと連携して一斉消灯

を呼びかけて実施をしたものでございます。 

 続きまして、96ページをお願いいたしま

す。 

 家庭部門と他部門との連携による取り組み

の推進としましては、最初の丸のところで省

エネ家電・製品の購入につきましては、スト

ップ温暖化県民総ぐるみ運動推進会議に、太

陽光発電、エコカー、省エネ家電の普及推進

のため、新しいエコ消費推進委員会を設置し

たところでございます。 

 次のEcoプロジェクト推進事業におきまし

ては、補助金の交付対象として、ここに記載

しております４つの活動を実施する各団体に

総額296万円を交付決定したところでござい

ます。事業の内容につきましては、四角囲み

にしているとおりでございます。 

 続きまして、97ページをお願いいたしま

す。 

 22年度につきましては、本年度に続きまし

て、総ぐるみくまもと環境フェア、ライトダ

ウンキャンペーン、くまもとEcoプロジェク

ト推進事業、こういったものを推進していく

ということにしているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○河合森林整備課長 森林整備課でございま

す。 
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 98ページをお願いいたします。 

 部門が二酸化炭素吸収対策、提言項目が森

林吸収源対策の推進でございます。 

 １の提言の概要でございますが、森林整備

の実施に当たり、森林所有者の負担軽減に努

めること、企業による森づくりを促進すべき

こととの提言をいただいたところでございま

す。 

 提言に係る取り組みでございますが、①の

森林所有者の負担軽減では、森林施業の低コ

スト化、工夫次第で森林所有者の負担が軽減

できる定額方式での助成事業の活用などを進

める必要がございます。 

 ②の企業等の森づくりの促進では、企業・

法人等との協働の森づくり指針の普及を図り

つつ、企業等による森づくりを積極的に支援

する必要がございます。 

 次のページの平成21年度の取り組み実績で

ございますが、負担軽減対策として、定額の

助成事業として作業路、間伐等の助成を拡充

いたしました。また、森林所有者が経営放棄

した人工林を所有者負担なしで針葉樹と広葉

樹のまじった森林に誘導する事業を行いまし

た。 

 企業等の森づくりの促進では、パンフレッ

トを用いて企業訪問を行っているほか、企業

の森づくりフェア等へ参加いたしました。 

 ページをおめくりいただきまして、100ペ

ージでございます。 

 平成22年度の取り組み予定でございます

が、平成21年度の取り組みを継続して実施い

たしますとともに、最後の丸にございますよ

うに、新規に県有林におきまして二酸化炭素

吸収量のクレジットを取得・販売することに

より、企業等の資金導入を図るとともに、温

室効果ガスの排出抑制に向けた活動を進める

ことといたしております。 

 森林整備課関係は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

○吉永和世委員長 次に、地球温暖化対策に

関する平成22年度事業について説明をお願い

いたします。 

 

○野田環境政策課長 それでは、101ページ

をお願いいたします。 

 地球温暖化対策に関します平成22年度事業

を御説明いたします。 

 当初予算に計上しております事業につきま

して、分野別に102ページから108ページにか

けて一覧表を記載しております。今年度の事

業総数は38事業、事業費総額は約103億円と

なっております。昨年度と比較しまして、約

27億円、35.5％の増となっております。 

 事業費増の主な理由としましては、まず10

3ページをごらんいただきたいと思います。 

 産業・業務その他部門、家庭部門等の対象

としまして、103ページ上から３つ目の事業

でございます。 

 事業者や一般家庭における太陽光発電設備

の導入に対して補助をしますくまもとソーラ

ーパーク推進事業費が約５億7,000万円の増

となっております。 

 続きまして、運輸部門対策としましては、

104ページをごらんいただきたいと思いま

す。 

 104ページの上から５番目でございます。 

 熊本都市圏の渋滞緩和を図るための環状道

路等の整備や交通結節点整備を行います都市

圏交通円滑化事業が約20億円の増となってい

るところでございます。 

 それから、森林による二酸化炭素吸収対策

としましては、107ページをごらんいただき

たいと思います。 

 107ページの上から４つ目でございます。 

 間伐等森林整備促進対策事業費が約４億3,

000万円の増となっているところでございま

す。 

 あと、条例を今年度施行しました。それに

伴う新規事業としまして、申しわけございま
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せん、103ページに戻っていただきまして、1

03ページの上から２つ目でございます。 

 事業活動、温暖化対策計画書制度の円滑な

運用を図るため、中小企業者の省エネ設備等

の導入への支援を行います事業者計画書制度

促進事業費が約5,000万円の増、それとあと

次のページでございますが、104ページの４

つ目でございます。 

 エコ通勤環境配慮計画書を提出しました事

業者が行います駐輪場整備やエコドライブの

啓発の取り組みの支援を行いますエコ通勤等

促進事業費が約700万円の増となっていると

ころでございます。 

 個別の事業につきましては、先ほどの関係

課からの説明と重複する部分もありますの

で、各課からの説明は省略をさせていただき

ます。 

 地球温暖化の対策に関する御説明は以上で

ございます。御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

○吉永和世委員長 以上で執行部からの説明

が終わりました。ここで５分休憩をさせてい

ただきます。 

  午前11時19分休憩 

――――――――――――――― 

  午前11時25分開議 

○吉永和世委員長 それでは、委員会を再開

します。 

 まず初めに、産業廃棄物処理施設の公共関

与推進に関する件について質疑を行います。

質疑はございませんか。 

 

○中原隆博委員 この公共関与に関する管理

型最終処分場なんですが、南関町を候補とし

て、ここ４年間ぐらいが経過してきているわ

けですね。その中で、地元住民の方も非常に

敏感になっておられるし、デリケートな問題

であるということは論をまたないところでご

ざいますけれども、この地域の理解というの

が得られれば、ここに計画されているような

形で、これから平成26年ですか、供用開始は

なされていくというふうにも思うのですが、

この地元の理解が本当に得られるのかどう

か。 

 具体的に、その下流地域の方々も、ここに

書いてありますように、地下水とかそういう

ことに対して非常に敏感であると、環境問題

に対してですね。その辺のことも含めて、こ

ういう工程の中でめどがつくのかどうか。 

 もしこれが延びるという形になるならば、

あくまでもここに固執してやっていくのか、

あるいは第２、第３の候補として、８つの候

補地等も考えられますけれども、ここでやっ

ていくというような姿勢をお持ちなのかどう

か、その点を含んだお話を聞かせてくださ

い。 

 

○中島公共関与推進室長 今、先生から御質

問がありましたとおりでございまして、地元

におきましては、処分場の必要性については

御理解をいただくものの、やはり自分のとこ

ろには迷惑だというような声が圧倒的でござ

います。 

 ただ、現在アセスの現地調査をやっており

ますが、井戸調査でありますとかアセスの調

査は、一部地域を除き大半では了解が得られ

ておりまして、きちんと内容を精査の上、説

明してほしいという声をいただいておりま

す。 

 また、関係地域の首長、町長及び町議会に

おかれても、住民の理解が得られるようしっ

かりと調査をして丁寧に説明していってほし

いとの意見をいただいております。 

 私どもは、引き続き、地元の方々の御不安

となっている地下水に代表されます環境への

影響や安全性などについて、現在行っている

アセスメントの結果を踏まえまして、今後と

も丁寧に説明をし、御理解をいただけるよ

う、全身全霊をかけて取り組んでまいる考え
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でございますが、先生おっしゃいましたよう

に、この今進めております南関町でできない

ときはというような想定は、現時点ではいた

しておりません。数年前に地元からの要望・

陳情等もありました際に、地元の思いは強く

重く受けとめるけれども、ほかの地域を考え

ることはあり得ないというような姿勢で今臨

んでおりますので、とにかく今は、この南関

町を最重点、１番目の候補地として決定した

以上、一生懸命取り組んでいる段階でござい

ますので、ほかの地域にぶれるということは

今のところ考えておりません。 

 以上です。 

 

○中原隆博委員 今おっしゃるように、第１

の候補地として、ここ以外にはないという形

で取り組んでもらいたいと。私があえてなぜ

申し上げたかというと、ここに建設候補地と

いうのが書いてあるから申し上げたんです

よ。だから、こういうのはわざわざここにう

たう必要もないかと思うんですけれども、と

にかく供用開始ができるような形で、ここ以

外にはないというような信念を持ってやって

いただきたいという思いから申し上げたこと

でございますので、その点はひとつ御理解を

いただきたいと思います。 

 

○吉永和世委員長 ほかにありませんか。 

 

○吉田忠道委員 今のにもちょっと関連する

んですけれども、９ページですね。 

 この地元の理解促進ということで述べられ

ておりますけれども、過去３年間の議事録を

ずっと見ても、この文言が一緒なんですね。

ということは、あと１年たってもほとんど変

わらないような状況が想定されますので、一

つ一つ丁寧に説明し理解を求めるということ

はわかりますけれども、何らかの知恵といい

ますか、工夫といいますか、それをやっぱり

検討して具体的に進めていかないと、これだ

けでは進まないんじゃないかと思いますよ。

その辺ちょっとどうですか。 

 

○中島公共関与推進室長 今先生がおっしゃ

いましたように、何か劇的に変化するような

知恵・工夫があるかということでございます

が、やはり私どもは、これまでもこの関係地

域におきまして、南関町に決定した以降、述

べ数十回にわたって丁寧に説明してきており

ます。その結果、徐々にではありますが、理

解は進んできておるものと思います。その結

果、アセスの現地調査にも同意をいただいて

おりますし、今着実に進めておるところでご

ざいます。 

 今後、この現地調査の結果を踏まえまし

て、いろいろな施設整備の中で新しい技術の

導入も検討し、究極の安全施設となるような

検討を重ねてまいります。そういった方法を

今後の住民説明会の中で一つ一つまた改めて

丁寧にお示しをし、理解を促進して理解をい

ただく以外にないと思っております。 

 それから、課長の方から説明を申し上げま

したように、もう一つは、まだ時期尚早とい

う声があるものの、やはり地域振興策につい

ても今後は少しお話をしていきたいと思って

おります。ただ、この地域振興策について

は、今すぐ持ち出しますと、まだ若干抵抗感

があられるのかなと思っておりますので、地

元の状況を少し見きわめながら、具体のお話

を地元としていきたいと思っております。そ

ういうことで少しずつ理解が進むのではない

かと思っております。 

 

○吉田忠道委員 大変御苦労されております

し、これまでのいきさつを見てもよくわかり

ます。非常に困難だと思いますけれども、ひ

とつ少しでも前に進むように努力していただ

きたいと思います。 

 以上です。 
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○吉永和世委員長 ほかにありませんか。 

 それでは次に、有明海・八代海の環境の保

全、改善及び水産資源の回復等による漁業の

振興に関する件について質疑を行います。質

疑はございませんか。 

 

○浦田祐三子委員 済みません、49ページ、

違法採取の件について罰金刑が確定したとい

うふうに書いてありますけれども、時間がた

ち過ぎたので、またちょっと丁寧に説明をし

ていただければと思いますけれども、お願い

します。 

 

○高口産業支援課長 違反案件について詳細

に説明をということだったかと思います。 

 本件につきましては、昨年12月に、熊本海

上保安部の方が、旧有明町沖で採取しており

ました有限会社天祐海運につきまして違法採

取が行われたということで摘発が行われたも

のでございます。 

 その後、裁判の方で、ことしの４月の上旬

に、有限会社天祐海運並びに同社の社長、役

員、それからもう１名の従業員、合計３名に

対しまして罰金刑が確定したということでご

ざいます。 

 ちなみに、罰金刑の内容につきましては、

有限会社天祐海運並びに代表者、さらにその

役員１名に対しては、各罰金13万円、もう１

名の者に対しましては、罰金10万円という刑

が確定いたしております。 

 以上でございます。 

 

○浦田祐三子委員 かなり悪質な違反だった

と思うんですけれども、この業者に関して

は、以前にも違反をされているというふうに

伺っておりますけれども、今後県としては、

再発防止策ということでいろいろ書いてあり

ますけれども、この１業者しかなかったと思

うんですけれども、今後処分として登録が取

り消された場合と、あるいは今後停止となっ

た場合に、どういった対応をとられるのでし

ょうか。 

 

○高口産業支援課長 今後、当該業者に対す

る処分でございますが、４月上旬の罰金刑の

確定を受けまして、５月の下旬に、私どもの

方で業者に対する聴聞を実施いたしておりま

す。当日は、企業の方からは文書による陳述

書が提出されておりますので、そこに情状し

てほしいという内容については事細かに記載

がございますので、その内容について現在検

討を重ねております。 

 ただ、先ほども先生の方からお話ありまし

たように、当該業者に関しましては、以前に

も同様の超過採取を行った再犯でございま

す。さらに、平成20年度にかかわる採取に関

する違反ということで、県で作成しました削

減計画の初年度に当たる違反でございます。 

 これまでも、当委員会の方でも、12月議会

あるいは３月議会でもお答えさせていただい

ておりますが、そういったような事情を勘案

し、厳しいといいますか、厳正な処分を検討

していくということになるかと思っておりま

す。 

 処分につきましては、先ほどお話をしまし

たように、砂利採取法上は、登録の取り消

し、もしくは事業の一部もしくは全部の停止

６カ月以内というふうな処分ができることに

なっておりますので、この内容につきまし

て、前回行いました聴聞の結果を踏まえ、情

状の余地があるのかないのか、その辺を判断

した上で、厳正に対応していきたいというふ

うに考えております。 

 ですから、いずれにしましても、その処分

が行われれば、業者に対しては、そういった

ような登録の取り消し、もしくは事業が６カ

月以内できなくなるというふうなことになっ

てまいります。 

 

○浦田祐三子委員 仮に取り消しになった場
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合は、この１業者しかないと思うんですけれ

ども、熊本県内で採取ができるのは。それは

今後どういうふうなあれをされるように考え

てらっしゃいますか。 

 

○高口産業支援課長 現在、有明海側では、

この天祐海運のみが採取をこれまで行ってき

ておりました。これからどうするのかという

ことよりか、私どもは、まずこの企業が行っ

た違反採取に関して、法にのっとって、河川

課も同等な海域管理の条例を持っております

けれども、この２つのもので厳正にまず処分

をするということを現在考えておるところで

ございます。 

 

○吉永和世委員長 よろしいですか。 

 

○浦田祐三子委員 処分が、各13万円が２人

と10万円ということで、犯した罪の割には非

常に軽い処分だなというふうに思うんですけ

れども、これは県としてはしっかりと対応し

ていただきたいと思います。今後も適正な処

置を行っていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

○吉永和世委員長 要望でよろしいですか。 

 

○西岡勝成委員 関連してですけれども、49

ページに書いてあります土石採取料の徴収を

免れた金額の５倍以内の金額の過料処分とい

うことになりますと、ちょっと計算してもら

ったんですけれども、3,700万円から１億8,6

00万の範囲内で過料処分ができるということ

になります。これは、どこで行政的に決める

んですか。要するに５倍以内というのは…

…。 

 

○林河川課長 河川課でございます。 

 河川課所管の行政処分といたしまして、一

般海域管理条例に基づく過料処分というのが

ございます。これは、詐欺あるいはその他不

正行為によって徴収を免れた金額の５倍以内

の過料処分に処すというものでございます。

これとはまた別に、徴収を免れた金額を民事

上の不当利得ということで返還請求すること

もあわせて検討しております。 

 なお、金額でございますが、摘発どおりの

超過採取ということになりますと、今委員が

おっしゃいましたように約3,700万円という

ことで、これについて返還の請求あるいは処

分を課すということになろうかと思います。

（西岡勝成委員「最高は……」と呼ぶ） 

 一般海域管理条例に基づきます過料処分に

つきましては、５倍以内ということで、これ

につきましては現在検討しているところでご

ざいます。 

 なお、処分に当たりましては、再犯という

こともございますし、違反の内容、それから

程度、こういったものを総合的に勘案しなが

ら、過去の判例ですとか、弁護士とも相談し

ながら、慎重に検討の上、厳正に対処したい

と思っております。 

 

○西岡勝成委員 仮に、罰金が確定して過料

処分ができた、最高１億8,000万か、倒産し

たらどうなるんですか。 

 

○林河川課長 過料額の設定につきまして

は、収入の見込みがあるかないかというの

は、直接関係はございません。未収金が仮に

発生したとしますと、例えば強制執行などの

法的手段を含めた処理を別途検討していきた

いと思っております。 

 

○西岡勝成委員 要するに、ほかに差し押さ

えしたり何かするということですか。 

 

○林河川課長 そういった法的措置を含めて

検討していくということになろうかと思いま

す。 
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○西岡勝成委員 この問題を整理していきま

すと、私もずっとこの委員会は長いので、き

ょう井手先生もいらっしゃいますが、要する

に覆砂に砂が必要だということで、セメント

とかそういうものは別にしても、覆砂の分は

確保していこうということで、７万立米か

な、そのぐらいの量は、ずっとアサリの覆砂

のために地元の砂をということで。 

 ただ、これを３倍も４倍もとられておるわ

けですね、現実として。これは資源ですよ

ね、やっぱり熊本県内の砂というのは。海底

の砂というのは、資源を結局慎重に使いなが

ら覆砂事業を続けていこうということで、こ

の事業はスタートしているんですけれども、

この資源をごそっと、前からすれば何十倍と

とられているわけですね。 

 そういうことを考えると、非常にこの罪は

重いと思いますし、また、今後覆砂というの

は必要なんです。覆砂は、また海に返ります

から、工業用の砂と違いまして海に返ります

から、私はそれでいいと思うんですけれど

も、決められた採取量を絶対守らせるという

ようなことを考えぬと、イタチごっこです

よ、これは。このことをきちっとやっぱり―

―だれが免許をとろうが、やっぱりこの決め

た量を守らせると。そのためには、違反した

らもう徹底的にやるような、立ち上がりがで

きないようなことをやっとかぬと、私は覆砂

事業そのものがだめになってしまうと思いま

すよ、将来的に。ぜひ、その辺は執行部も肝

を入れてやらぬと、なめられていると思いま

すよ、ある意味。 

 

○鬼海洋一委員 関連して申し上げたいとい

うふうに思うのですが、12月議会、３月議会

でも、今の西岡委員と同じような発言をさせ

ていただきました。 

 そこで、１つ確認したいのですが、今話が

ありました５倍以内の金額の過料処分です

ね。これは、つまり５倍以内ということです

から、現段階で――私は12月議会とか３月議

会で申し上げましたように、１回目でわから

なかったということであれば、それは少し考

える余地があるのではないかなというふうに

思いましたけれども、再犯、しかも今回は年

間の採取量をはるかに超える採取を行ってい

るということで、極めて悪質と。これは、だ

れが考えてもそうですよね。 

 ですから、この５倍以内というこの裁量権

というのがここにあるとすれば、これに対す

る基本的な今お話もありましたが、立ち上が

りができぬような状況で、やっぱり今回、全

体的な行政運営という立場から考えても処分

すべきではないかというふうに思うのです

が、この裁量、つまり５倍以内ということに

ついて、現段階ではどのような考えなのか、

それをちょっとお尋ねしておきたいと思いま

す。 

 

○林河川課長 河川課でございます。 

 処分に当たりましては、今委員の方からお

話がございましたように、再犯という点もご

ざいます。それから、違反の内容、それから

程度というものもございます。そういったも

のを総合的に勘案しながら設定していく必要

があると思います。 

 現段階では、過去の判例ですとか、それか

ら弁護士の方々とも相談しながら進めており

まして、いずれにいたしましても厳正な処分

を行ってまいりたいというふうに考えており

ます。 

 

○倉重剛委員 私、この委員会に久しぶりに

来たので、この問題は余り詳しくないんだけ

れども、非常に疑問に感じるのは、この事件

は再犯ですね。再犯というのは、要するにそ

れを許した行政の管理不行き届きという問題

について、あのあたりどう考えていますか。

それは管理が非常に難しいの、これ。 
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○高口産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 砂利採取法上の規制といいますか、いろん

な調査権がございます。私どもの方も、こう

いった再犯の事例もありましたので、経済産

業省が所管しておりますので、こちらの方に

も、そういった調査権について再度どこまで

やれるかということで文書照会等もいたしま

した。 

 現状では、私どもが与えられております調

査権と申しますのは、警察とか例えば税務署

が持っておりますようなものと比べますと、

大分弱い調査権にならざるを得ない。 

 と申しますのは、この認可が、採石も同じ

でございますが、要は安全に、あるいは環境

に影響を与えない、もしくは他産業に影響を

与えないという範囲内で安全に採取をするた

めの法律ということになっておりまして、例

えばそういったところで、いろんな帳簿等の

調査も、調査をできる範囲の書類が――例え

ば現金出納簿とか、そういったものについて

は、調査対象とすることができないというふ

うな回答をいただいておりまして、採取量の

確認につきましては、非常に難しい状況にな

っておるのは事実でございますが、私どもと

しては、そういった中で、できるだけこうい

ったものが二度と起こらないようにというふ

うなことはいろいろ担当課を含め考えており

まして、現在、議会の方にも、今年度補正で

今６月議会に予算を上げさせていただいてお

りますが、陸上監視を強化したいと考えてお

ります。 

 海砂利に関しましては、特に船で輸送をい

たしますので、この輸送する船がある程度監

視をできると大体の採取量はおおむね把握が

できるかなというふうに考えておりますの

で、そういったもので監視を強化するとかい

うふうなことは、今回きょう御説明した以外

に現在検討をいたしておりまして、そういっ

た中で、なるだけ違反が再度起きないように

ということは、私たちの方も精いっぱい努め

させていただきたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

 

○倉重剛委員 やっぱり再犯という事実が出

ていることは事実ですね、これね。したがっ

て、それに対して猛省をしなきゃいけないで

すよ。反省をして、それに対する環境整備を

もっとつくっていくということですね、摘発

できるような。そういうことが形としてあら

われてこないと、また出るよ、これは同じこ

とが。それを非常に懸念すると思う。 

 先ほども意見があっとったけれども、やっ

ぱりこれは県の財産ですよね、正直言って

ね。それを、むやみやたらにそういうこと―

―要はもっと厳しい処置、それから厳しい対

応をしなきゃいけないと思いますので、これ

はよっぽど頑張らいかぬ。次の委員会あたり

で、こういうことが、また同じようなことが

将来あったとしたら、県の責任は重大です

よ、逆に言えば。どうですか。 

 

○高口産業支援課長 先生おっしゃるよう

に、今回の違反に関しましては、もちろん業

者がこういった違反を行ったことは、これは

もうもちろん言わずもがなの問題でございま

すが、私どもの方も、いろいろ制約はあると

はいえ、その再犯を見逃したというか、許し

てしまったというところは、反省すべきとこ

ろが大いにあると考えております。 

 そこら辺のところは、いろいろ先生方にも

御意見をいただきながら、このようなことが

二度と起こらないような再発防止策は、今後

引き続きまた検討はいろいろ進めてまいりた

いと思っておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 

○倉重剛委員 しっかり頑張ってください。 
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○鬼海洋一委員 済みません、関連。 

 前回の話を聞いてみますと、年間採取計画

量の許可された量の何倍か何十倍かというの

が第１回だそうですよね。そして、今回は、

この前から問題提起しておりますように、覆

砂用として許可された分を少々オーバーする

だけではなくて、年間全体の採取量を超える

ような違法採取が行われたというような状況

ですから、問題の罪の認識というのは、かな

り問題だということは、今倉重先生の方から

もお話しいただいたことと全く同じような思

いでおります。 

 そこで、この平成22年度の新たな許可の問

題についても、前回３月議会で議論したとい

うふうに思うのですが、今言いましたよう

に、覆砂用の割り当て量の少々オーバーとい

う程度ではなくて、年間の採取計画量をはる

かにオーバーする不当採取があっているとい

う事実の中から、新たな採取計画というのは

どうするかということでは、これは問題では

ないかというような議論を２月議会ではした

というふうに記憶いたしているのですが、そ

こで、今回の22年度の許可について、基本的

な考え方、どういうふうに考えられながら、

この許可――適切に対処するというふうに書

いてあるのですが、お考えなのかということ

を確かめておきたいと思います。 

 

○高口産業支援課長 今年度の許可に関して

でございます。 

 現在、有明海側からの砂利の採取に関しま

しては、この天祐海運さんからは採取の許可

申請は出ておりません。ただ、同海域から採

取をしたいという別の企業の方からの採取計

画の申請があっておりますので、その内容に

ついては認可をすべきかすべきでないか、慎

重に現在検討を進めているところでございま

す。 

 

○鬼海洋一委員 さまざまなうわさもお聞き

いたしておりますけれども、ぜひ慎重に――

さっき言いましたように、全体量をはるかに

超えるような形で、前年度、21年度の採取が

起きているという事実に基づいて、今年度、

22年度をどうするかということについては、

これまでと同じような考えから採取をどう許

可するかという、その許可にかかわる対応だ

けではない、全体量に対してどうするかとい

う新たな課題をはらんだ中での新しい採取認

可だというふうに思いますので、その点は間

違いないようにぜひよろしくお願いしておき

たいと思います。 

 

○井手順雄委員 採取の問題じゃなしに、覆

砂の問題として質問してよございますか。 

 昨年12月に、県議会で、購入土による覆砂

事業というような形で覆砂事業に入りますよ

ということで、提言・提案の見直しがござい

ました。早速、水産の方で購入土による覆砂

事業という事業を起こしていただきました。

まことに素早い対応、ありがとうございま

す。 

 その中で、今いろんな問題がございます。

今発注になっているものを見てみますと、熊

本県産の砂を使って覆砂を行いますよという

ようなことでございます。これは４月とか３

月あたりに設計されたと思うのですが、その

時点で今話をされた問題があっとったわけで

すな、もう既に。 

 熊本県の砂はとれるのかなという思いの中

での設計であったと、にもかかわらず、熊本

県産で設計をしてあると、これはどういうこ

とを思ってされたのか、まずこれを聞きたい

と思いますが。 

 

○尾山漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

す。 

 砂の単価につきましては、県内県外問わず

の単価ということになっております。です
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が、覆砂事業に関しましては、漁業者の地元

産、有明海産がいいという要望もあります。

それから、貝には地元の有明海産の砂がいい

んだと、いろんなほかの漁協からの要望があ

りますので、うちとしては、できるだけ県内

産の砂を使ってもらうように請負業者の方に

はお願いしているということでいきたいと思

っております。 

 

○井手順雄委員 言いかえれば、６月、７月

ぐらいまでには有明海産の砂がとれるのかな

というのを想定して設計を組んだというよう

な理解でよろしいですかな。 

 それと、今回３カ所の覆砂事業、それと河

内方面の工事でサンドコンパクションの砂、

それと熊本市、また玉名市の方で覆砂事業を

行うと。これは全部熊本県内の砂の設計であ

ると聞いておりますが、全部で何立米ぐらい

あるんですかね、合わせて。 

 

○尾山漁港漁場整備課長 合わせますと、13

万。９万が覆砂で、サンドコンパクションが

４万、約13万ぐらいですね。 

 

○井手順雄委員 今こういう現状の中で、も

う県外と、もう発注になっていますから、砂

がないわけでありますから、県外産土を今度

は持ってこようとした場合、やはり県内産は

立米2,000円というような形の中で、県外は

やっぱり運搬距離、あと瀬取り等々を入れた

ら、立米800円から1,000円ぐらい高くなるわ

けですね。そうした場合、単純に掛けても１

億3,000万の設計変更という形になりますけ

れども、まず２点ありますが、１点目です

ね。 

 この１億3,000万の設計変更は、果たして

スライドでできるのか、できないのか。あ

と、会計検査院、あと委員会、監査等々にど

ういった説明をされるのか、これをひとつお

聞きしたい。 

 

○尾山漁港漁場整備課長 単品スライドにつ

きましては、その要件にかなうかどうかを慎

重に判断していくこととなります。 

 

○井手順雄委員 じゃあ、そういうことであ

れば、スライドで設計の変更を見直すという

ようなことで認識します。 

 もう１点が、環境の問題ですね。やはり県

内産、有明町とか有明海の中の品物を持って

くれば何の問題もないわけですね、同じ海域

ですから。しかしながら、県外となれば、何

が入っているかわからぬ。 

 現状、有明海は、アナアオサだったり、ツ

メタガイ、それとホトトギスガイ、いわゆる

イガイ等々、今本当に被害になっているんで

す。その中で、また県外産の砂を入れて、外

来種だとか違った悪性植物等々が入ってきた

場合、どういう対応をするのか、大変それを

危惧しております。 

 我々漁民、私も漁民でございますけれど

も、その中で基本的には国内産をお願いした

いと、各漁協はみんなそう願っておられると

思いますね。そういうところがあるものです

から、そう思っています。 

 そうした場合、県外産を持ってきたとき、

これは安心、安全ですよというような担保は

どうやってとられるんですか。 

 

○尾山漁港漁場整備課長 本県では、覆砂事

業につきましては、平成15年に長崎産の砂を

使った実績があります。それから、福岡県の

方は、長崎県産の砂を用いた大規模な覆砂を

やっているというふうに聞いております。そ

れで、それらの事業で何らかの影響が出たと

いう情報は、私たち持ち得ておりません。 

 しかし、漁業者の不安があるということで

あれば、県外産の砂を使用する場合には、生

物検査等をきちんと実施したいというふうに

思っております。 
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 なお、県外産の使用につきましては、漁業

者と十分協議をしてまいりたいというふうに

思っております。 

 

○井手順雄委員 今の答えだと、産地を指定

して県外産を購入しようということでありま

すが、入札業法上、一般資材、いわゆる砂だ

とか骨材だとか、これは産地指定はできない

んですね、基本的に。現場着幾らですよ、こ

ういうものは。それからあと、カルテルと

か、そういうときに指定すれば、なってくる

んじゃないですか。そこら辺は、どうお考え

ですか。 

 

○尾山漁港漁場整備課長 そこは、請負業者

との協議ということの中でお願いしていきた

いと思っております。 

 

○井手順雄委員 請負業者さんは、やっぱり

安いやつをどこからか見つけてきて、長崎県

産だとか何とか知らぬですよ、そして、これ

は適正な砂ですよというふうに持ってきま

す。これはもう事実です。現場着が幾らです

から。 

 そういった意味では、やっぱり１そう１そ

うの船の管理というのも必要だし、産地を見

にいって、今まで出てないからね、病気が出

てないから大丈夫だろうと、今から出たらど

うしますか。そういったことも考えながら、

十分に県外産を入れる場合は慎重にやってい

ただきたいというのが要望であります。 

 それと、先ほど言ったように、県外産にな

れば1.5倍ふえるんですね、金額が。そうし

たときに、この覆砂事業、思ったような覆砂

事業ができるのか。もし熊本市も玉名市も県

外からとなったら、事業を取りやめるかもし

れません。そういう状況でありますので、一

日でも早く熊本県産の砂を安心して掘れるよ

うな体制を、ぜひとも執行部にお願いしたい

というふうに思います。 

 以上、終わります。 

 

○吉永和世委員長 ほかにありませんか。 

 

○西岡勝成委員 やっぱりそういう意味から

いっても、私は先ほど資源と言いました、県

内産の砂。資源を他県に売った罪は大きいで

すよ、これは。だって、その資源がなくなっ

て、ほかにその分高く買わないかぬわけです

よ。 

 だから、その辺も含めて考えぬと、資源で

すよ、この砂というのは。それを他県に売っ

て、県はそれをまた買うのに高く買わないか

ぬし、病気のことも心配せないかぬ。だれが

したかということを考えて判断せないかぬで

すよ。 

 

○吉田忠道委員 先ほどからの話の中の49ペ

ージの件で再度ちょっと確認しておきたいん

ですけれども、22年の取り組みで再発防止に

ついて書かれておりますが、４項目ほど書い

ておりますけれども、この中で漁業取締船と

の連携強化ということで、航海日誌の採取状

況とか運搬状況記録、毎月の採取実績の報

告、こういうのは県の方でもできるんです

か。そして、また過去にやったことはありま

すか。 

 

○鎌賀水産振興課長 水産振興課です。 

 漁業取締船の方は、現在でも、これまで

も、区域の確認ですとか、そういったこと

で、使ってといいますか、確認をしてもらっ

ています。 

 ここに書いておりますのは、その区域だけ

ではなくて、採取状況を取締船の用務の途中

で、あるいはこのために行ってきちんと確認

をするというふうなことでございます。 

 

○吉田忠道委員 再発しとるわけですから、

先ほど倉重先生からも話したように、再発防
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止に対しては相当な覚悟でもって取り組まな

いかぬのですけれども、そのためには、具体

的な対策が実際に実行されないかぬわけです

ね。 

 だから、私は、今言っとる航海日誌等の点

検というのは、ある面では非常に有効だと思

っておりますけれども、これはごまかして書

かれる可能性がありますから、その付近の確

認は、しっかり定期的に、あるいは不定期的

でもいいですけれども、適宜検査して、チェ

ックして、そして再発防止に努めてもらいた

いというふうに思うんですけれども、航海日

誌は見られたことがありますか、県の担当の

人は……（「航海日誌ですか」と呼ぶ者あ

り）航海日誌。 

 

○高口産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 担当の方で、毎月業者の方から、業務日

誌、業務の実績報告書を出させております。

この中には、何月何日に採取した、それから

どういった船で運搬をしたというふうなこと

が記載してございます。 

 また、以前より採取船の方に船の稼働メー

ターをつけさせておりますので、それで何時

から採取船が稼働している、何時にとまった

というところまでデータ表で出てくるように

なっておりますので、そういったものとの突

合は行わせていただいております。 

 ちょっと私は直接見ておりませんが、担当

の方は、現地に行ったり、あるいは事務所に

呼んだりした形で、いろんな書類をこちらが

見させていただけるものについては確認をさ

せていただいておりますので、そういった中

で対応させていただきたいというふうに考え

ております。 

 

○吉田忠道委員 しっかり取り組んでくださ

い。 

 

○吉永和世委員長 ほかに。 

 

○中原隆博委員 関連。 

 先ほどいろいろと御説明を聞く中で、１社

しかないとおっしゃったですね。そして、ま

たさらに１社から申請が出ているというよう

なお話がありましたけれども、どういう意味

ですか。 

 

○高口産業支援課長 説明が足りませんでし

たが、天佑海運からは、現在までまだ認可申

請が出ておりません。そのかわりに、同じ海

域を掘りたいということで、新たな業者から

の申請が出ております。 

 私どもが現在まで把握している情報では、

その新しい会社の代表者は、天祐海運の旧従

業員だったというふうなところは確認をいた

しておりますので、そういった意味では慎重

に現在調査をしているところでございます。 

 

○吉永和世委員長 よろしいですか。 

 

○中原隆博委員 ちょっと腑に落ちないです

けれどもね。 

 

○吉永和世委員長 ほかにありませんか。 

 

○中原隆博委員 従業員なんですか。 

 

○渡辺利男委員 有明海・八代海の再生、全

体のことについてちょっとお尋ねします。 

 私、平成13年に議会が提言を出したとき

に、２年間あの委員会におりましたから、あ

のときは相当この海の問題に首突っ込んで論

議しましたが、それ以来でございますので、

８年ぶりぐらいですかね。 

 もう浦島太郎のような視点でちょっとお尋

ねしますが、この８年間、各部各課全庁的に

やっぱりこれだけの施策を海の再生のために

取り組んでこられたわけでございますけれど
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も、その結果として海の水質が少しよくなっ

たのかなと思っておりましたら、この15年か

ら20年度の水質の調査結果なんかを見ます

と、そういう結果が見えてないと。必ずしも

よくなってない、横ばいか、もしくは達成率

は下がっている面もあるわけですよね。なか

なかやっぱり自然のメカニズムは難しいか

ら、これだけ施策をやったからそんなにすぐ

結果が出るというものではないかもしれませ

んが、気になるのは、例えば海に行く前の

水、熊本の地下水にしても硝酸性窒素あたり

が着実に高まってきているというふうな状況

ですよね。 

 ですから、考えてみますに、今やっている

さまざまな施策がまだまだ不十分なのか、あ

るいはもっと時間がかからなければ結果が出

ないのか、あるいはやっている施策が本当に

すべて的を射た施策なのかどうかとか、いろ

いろやっぱり考えざるを得ないと思うんです

けれども、８年間やってきたのにこういう結

果だという点については、どう見られている

のか。これは全体的な問題ですから、どこの

課ということにもならぬでしょうから、どな

たかそういう論議はされていますか。 

 

○田代水環境課長 水環境課でございます。 

 まず、水質の面からでございます。資料の

18ページあたりに表をつけておりますけれど

も、15年からの値をつけております。説明の

中で記述していないところをちょっと口頭で

言いましたけれども、ＣＯＤという汚濁負荷

の数値でいいますと、問題になりました平成

12年の有明海ですと2.6、これが最近ですと

2.4とか1.9ぐらいまで落ちてきております。

八代海も、2.3が2.0あるいは1.6というふう

に、昔の数字ですのでここには記述しており

ませんけれども、そういうふうにＣＯＤ値で

はちょっとよくなってきているかなという感

じがします。 

 それから、環境基準の達成率でございます

けれども、例えばＣＯＤは平成12年が71％で

ございましたけれども、これが今最近では、

といいますか、20年度は85％ということでご

ざいますけれども、横ばいというような状況

です。 

 あと、窒素・燐、ここら辺が最近環境基準

の指定があったということでございますけれ

ども、特に燐関係がちょっと問題かなという

ふうなことは、我々数値を見ながら感じてお

ります。 

 先ほど関係各課で御説明申し上げましたけ

れども、生活排水あるいはそういう生活系が

大体汚濁負荷の大体３割ぐらいは占めており

ますので、そういう下水整備もどんどん着実

にといいますか、少しずつは進んでおると思

います。 

 それから、そのほか事業場からの生活排水

の規制の問題、これも20年の４月から条例施

行というような形で進んでおるかなと思いま

す。これは、産業系からの排出の大体窒素と

かの１割、２割ぐらいは減の効果があるのか

なと、長期的に見ればそういうふうに考えて

おりますが、まだこういう数値には出てない

のかもしれません。 

 それから、そのほかの説明がありましたよ

うに、肥料の削減とか、あるいは養殖えさの

削減、新しいペレット化のそういう研究なん

かも進んでおりますので、だんだんそういう

効果が出てくるのかなというふうには考えて

いるところではございます。 

 

○渡辺利男委員 今議会の本会議でも、地下

水の水質についての質問があっておりました

けれども、そういうふうに農薬にしろ生活排

水にしろさまざま対策を強化しているけれど

も、じゃあ熊本市内の地下水の硝酸性窒素が

上がってきているというのは、どういう理由

なんでしょうか。 

 

○田代水環境課長 済みません、説明漏れで

 - 30 -



第17回 熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録（平成22年6月15日) 

ございました。 

 陸域におけるいわゆる地下水の硝酸性窒素

が上がってきている、特に熊本地域は横ばい

からあるいは上昇しているところが多うござ

います。そういう状況でございますので、そ

こら辺の原因は、１つは、下水道の整備が進

んでおりますので、その点はかなりよくなっ

ているかなと思いますけれども、また残って

いる課題としましては、いわゆる土地系とい

いますか、いわゆる肥料の施肥の問題、それ

から畜産の排水の問題、こういったものが課

題かなというふうに思っておりまして、庁内

におきましても連絡会議を設けて連携をとる

ようにしておりますし、そういうときにこう

いう水質のデータ等も示すようにしておりま

す。 

 それから、熊本地域、それから荒尾地域、

それからほかの地域でも、硝酸性窒素の対策

の会議というものを設けて、ＪＡであります

とかそういったところと関係をとって、対策

を講じるようにしております。 

 ということで、あるいは河川を通じた海へ

の負荷、それからおっしゃったように地下水

からの最終的には海への負荷、こういったも

のがつながっていると思いますので、そこら

辺は連携をとって、川、海、地下水、そこの

ところの連携をとって対応していく必要があ

るかなというふうに課題として考えておりま

す。 

 

○渡辺利男委員 相対的にはわかりました。 

 １つ、これは畜産課にお尋ねしますけれど

も、家畜排せつ物の処理ですけれども、随分

前と違って素掘りのところなんかなくなって

いるようですけれども、ビニールシートによ

る簡易対応を行っているところがまだ55戸あ

るということですが、ビニールシートにため

た後はどうなっているんですか、これは。 

 

○高野畜産課長 渡辺委員の御質問でござい

ますけれども、一応畜産の方も、家畜排せつ

物法、これは平成11年から始まりまして、平

成16年から法が施行されております。その

間、以前は野積み、素掘りということで言っ

ておったんですけれども、それが約1,400戸

ぐらいあったんですけれども、とにかく17年

11月現在では、それが一応ゼロになっており

ます。 

 それで、その中で、現在のところほとんど

のところが施設をやりまして、そして堆肥化

という格好で耕畜連携をやっているわけでご

ざいますけれども、この55戸の農家につきま

しては、とにかくビニールシートを下に敷い

て、下の地下水に流さない、それとか野積

み、素掘りじゃないような状況にするという

ことでやっている部分で、これは法的には一

応認められているんですよ。 

 それで、今のところ、この55戸の――どち

らかというと小規模の農家が非常に多いんで

すけれども、そういった部分は、徐々に今、

以前100戸ぐらいあったのが55戸まで今減少

してきている状況で、法的にこれが問題にな

るようなことはございません。 

 それで、最終的には、ここの55戸も永続的

な堆肥化ができるような施設整備をよろしく

お願いしたいということで、農家の方にはお

願いしているような状況でございます。 

 

○渡辺利男委員 ビニールシートでためたま

まじゃ減らぬでしょう。それは、どう後は処

理するんですか。 

 

○高野畜産課長 ビニールシートに敷きなが

ら、これを天気のいいときは開放してから堆

肥化というみたいなものは十分できるんです

よ。そういった部分で、最終的には小規模農

家あたりはそういった格好で、堆肥化の部分

でずっとそこに置いとくということはござい

ません。 
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○岩中伸司委員 有明海全体の関連じゃない

んですが、全体の問題で、私はいろんな施

策、努力をされて、先ほど報告があったよう

にＣＯＤの値も平成10年と比べればかなりよ

くなったとかという、そういう面もあるので

すが、有明海全体の潮流ですね。これはずっ

と遅くなっているということをずっとこれま

で聞いているんですが、現状はどうですか。

どなたか、この……。 

 

○鎌賀水産振興課長 潮流の問題につきまし

ては、大学、その他水産研究センターで調査

をして、実際若干過去よりも遅くなっている

というデータはございます。ただ、このデー

タがほかにどういう影響を与えているかとい

うのは、まだはっきりわかっておりませんの

で、そういった意味から、諫早湾干拓の開門

調査というのを、議会と一緒になって県とし

て言い続けているというふうな状況でござい

ます。 

 

○岩中伸司委員 遅くなっている現実はある

ということですが、これは干満の差はどうで

すか。有明海の干満の差は、この数年間の。 

 

○鎌賀水産振興課長 干満の差は縮小してい

るデータがあるようです。 

 

○岩中伸司委員 干満の差が縮小していると

すれば、素人的にいえば、その分で潮流も遅

くなるのかなという感覚はあるのですが、私

たちの場合は、やっぱり諫早湾干拓の場合

は、かなりこだわりながら私もずっと現地に

行ったりしているんですが、これはやっぱり

今おっしゃったように早く開門調査をやって

みて、有明海に与えている影響がどうなのか

ということは、これは漁業者にとってはかな

り深刻な問題でもあるんですね。 

 ただ、それを即やったら問題が出るという

ことも一面あるので、それはアセスの問題等

々を積み上げながら努力をされていると思う

のですが、有明海の海流の低下・縮小は、そ

ういう人的な問題で、これは熊本港の開港も

あると思うんですね。大きくいえば、ずっと

沿岸にできた施設の中で海流が変わってきた

という部分もあると思うのですが、そこら辺

はやっぱりしっかり干満の差も縮小されてい

るということがあるので、もっと科学的な分

析をして、開門調査も、今おっしゃったよう

に、急ぐように積極的にやっぱり働きかけて

いただきたいという強い要望をしておきま

す。 

 

○西岡勝成委員 諫早湾の開門調査ですけれ

ども、赤松前大臣が突然に開門するという話

を聞いたとき、私はびっくりしたんですけれ

ども、アセスをきちっとやらないと、私は、

去年の天草を襲った赤潮ですね、これはやっ

ぱり北部九州に大雨が降って、あれは大雨が

降ると諫早湾干拓は開門せな要するにたまる

わけですから、要するに悪い水といいます

か、たまっとった水を一遍出すわけですね。 

 そこで、やっぱりＣＯＤみたいな、要する

に富栄養化の水が一遍に出て、日照りが続く

と赤潮の――去年の赤潮は、今まで経験ない

物すごい真っ赤な赤潮が有明海から入ってき

て、結局八代海まで私は入ってきたと認識し

ているんですけれども、そういうことを考え

ると、簡単に開門なんかしちゃならぬです

よ。やっぱりちゃんとアセスをきちっとやら

ないかぬし、大体諫早湾内のＣＯＤてどのぐ

らいあるんですか。 

 

○鎌賀水産振興課長 済みません、ここには

ちょっとデータを持ち合わせておりませんの

で、お答えすることはできませんけれども…

…。 

 

○西岡勝成委員 要するに、湾内のＣＯＤは

物すごい値があると思うんですね。それを大
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雨が降ったら出さぬとあふれるわけですか

ら、引き潮のとき出すんですよ、開門して。

すると、赤潮の私は一大原因だと思うんです

けれども、それをせぬで開門だけしたらおお

ごつですよ、水産業界は。 

 

○鎌賀水産振興課長 確かに、有明海の漁業

者も開門調査にはいろんな懸念を持っており

ます。確かに委員がおっしゃるとおり、諫早

湾内には、閉め切りの堤防の中にはかなり悪

化した水がたまることもあるというふうなこ

とが言われております。それが一気に出てし

まったら、新たな漁業被害が出てくるんじゃ

ないかというふうな懸念の声もございますの

で、そこは開門調査をする前にきちんとした

環境アセスメントをやって、開門調査自体が

どういう影響を与えるかというのも十分考慮

して、その対策をした上での開門調査と、そ

ういったことまでやっていただきたいという

ことで、国に対しても要望しているところで

ございます。 

 

○西岡勝成委員 ＣＯＤは、ちょっと調べと

いて。 

 

○鬼海洋一委員 若干関連する部分もあるん

ですが、２月の委員会のときに、いよいよ梅

雨が明けますと、去年の梅雨明けというのは

物すごい赤潮の発生でしたよね。私のところ

で言いますと、１号橋の真下まで真っ赤にな

っとるわけですから、これは、ことしの梅雨

明けについてもそうならなければいいなとい

う、そういう懸念を持っております。 

 そこで、２月議会の中では、この赤潮の発

生メカニズム、あるいはまた沿岸における、

先ほどから議論になっておりますアサリの不

漁、なぜそうなるのかという、こういうもの

の解明というもの、つまりそのメカニズムの

解明というのをすべきではないかというふう

に岩下水試所長に申し上げました。 

 特に、今熊本県の力量でやれない部分があ

るとすれば、九州水試、あるいは国の機関と

も連携をとって、すぐ着手してほしいという

お願いをしてきたわけでありますけれども、

新しい年度に入りまして、その辺の取り組み

がどうなっているかということを、まず確か

めておきたいというふうに思います。 

 それから、実は、今回荒瀬ダムがああいう

ぐあいにゲート開放を行いまして、水は、今

も諫早湾の話もありましたけれども、かなり

澄んできたという話もありますし、特に私ど

もがこのゲート開放の中で問題と聞きました

のは、つまり八代海に及ぼすダムの環境負荷

の問題を随分指摘をいたしました。しかし、

そのときには、いろんな資料の要求を行いま

したけれども、ダムの負荷に対する根拠に係

るデータというのがないということだったん

ですね。 

 そういう議論の蓄積をしながら、結果とし

てゲート開放になったわけでありますが、こ

の間のその影響、八代海がどういうぐあいに

環境負荷に対する改善がなされているかどう

か、このゲート開放による影響ということに

ついては、当然、その意味で我々は、これま

で議論をして要求してきたという経過もあり

ますので、どこかがその調査、フォローをや

っているのではないかと思っているのです

が、企業局でしょうか、あるいはどこか違う

水環境のところでしょうか。 

 そういう意味で、このゲート開放以降の八

代海の環境の状況について、やられたことが

あればお聞かせいただきたいと思います。 

 

○鎌賀水産振興課長 まず、赤潮の関連でご

ざいますが、試験研究の方は、水産研究セン

ター、あと国の研究所の方で、発生原因ある

いはメカニズム、そういったものについては

共同で研究をやっているところでございま

す。 

 それと、対策につきましては、赤潮そのも
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のを破壊するような方法、それと、いかだの

中の魚を殺さないで済むような方法、そうい

った２つの側面から試験研究を今年度やるこ

とにしておりまして、室内研究とあわせて、

現場で赤潮が出た場合に実際どういった効果

があるのかというのも具体的な検証ができる

ように準備をしております。 

 それと、昨年赤潮がかなり大きな被害を出

したわけですけれども、実際余り殺してない

業者もおりまして、そういった現場の状況も

聞きながら、実際の対策、そういったものが

目に見えて出てくるような形で取り組もうと

いうことで考えておるところでございます。 

 それと、荒瀬ダムのゲート開放による八代

海の変化についてでございますが、水産の関

係では、八代海では定期的に調査を行ってお

ります。毎月の調査でございます。そういっ

たデータを見ましても、ゲート開放というこ

とで短期間のうちに出るような変化というの

はデータではとらえられておりません。 

 そもそも荒瀬ダムの水というのは、球磨川

を通じて何らかの形で海域に出てきとったわ

けでございまして、ゲート開放をしたことに

よって降った雨がそのままの形で出てくる

か、あるいは一時たまって出てくるかといっ

た違いだと考えております。 

 そういったことを考えますと、トータルと

して河口から海に出てくる時点は、それほど

これまでと大きな変化はないものということ

も考えられますので、そこをきちんと調べよ

うとすると、綿密な調査を新たに組んでデー

タのとり方も考えていかないと、なかなかそ

の変化をとらえることはできないと考えてお

ります。 

 

○鬼海洋一委員 いずれにしても、赤潮の発

生のメカニズムと、それを究明しなければ、

基本的に根本的な解決というのはできないと

いうふうに思いますので、ぜひ、熊本だけで

無理だというふうになれば、国の機関あるい

は大学あたりとも連携をとって、それを専門

にやっている学者等もいらっしゃるわけです

から、ぜひ進めていただきたいというふうに

思います。 

 それから、荒瀬ダムの問題については、ダ

ムという人為的な、もともと流れているもの

をせきとめるということで、そこで起きる、

つまり水そのものの変化、だからダムという

のが問題にされているわけですから、その意

味ではもともとあったものがおりるわけだか

らというようなお話ですけれども、これは変

化は確実に出てくると。 

 過去、漁民の皆さん方が言われていること

は、試験的、一時的に放流をした時期には、

かなり漁場が改善というような、そういうお

話も聞いているわけでありますので、将来に

おけるこの変化ということについては、どこ

かでやっぱり定地点の調査あたりをやりなが

ら、その環境改善に向けての過程にしていた

だきたいということを要望しておきたいと思

います。 

 

○吉永和世委員長 ほかにございませんか。 

 

○浦田祐三子委員 済みません、先ほどのち

ょっと確認なんですけれども、中原委員から

質問があった、さっきの天祐海運さんです

か、新たな許可申請が出ているということ

で、その天祐さんの従業員の方が許可申請を

出されているという話だったんですけれど

も、じゃあ現在２社あるということ……。 

 

○高口産業支援課長 現在申請書が出ている

のは１社でございます。 

 

○浦田祐三子委員 ということは、天祐さん

はもう出されないということですか。 

 

○高口産業支援課長 出されるか出されない

かは、天祐さんが決められますが、現時点ま
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で出ておりません。 

 

○浦田祐三子委員 新たに立ち上げをされた

ということですか。 

 

○高口産業支援課長 新たに会社をつくられ

ております。 

 

○吉永和世委員長 ほかにありませんか。 

 

○池田和貴委員 済みません、今の浦田先生

のともちょっと――今までの海砂利採取の件

についてでございますが、採取の許可を与え

ているのが県なんですけれども、結局それよ

りも大分余分にとるということは、やっぱり

需要というか、買い手があるから多分そうい

うのをたくさんとって売っているんだろうと

思うんですよね。 

 ということは、採取をされている事業者が

販売先も兼ねているんですかね。それとも、

販売先が別にあるのであれば、その販売先の

ところも調査することによって、その辺の違

法性というようなことを見抜くことは、これ

はできないんでしょうかね。その辺の関係は

どうなんでしょうか。 

 

○高口産業支援課長 砂利採取法というの

は、もともと砂利を、先ほど申しましたよう

に、環境に負荷を与えない、他産業に影響を

与えないように安全にとると、そのとり方に

関しての許認可でございまして、例えば申請

書の中に、今先生がおっしゃったような、ど

こに売ったとか、そういったものは、記載す

るというか、許認可の範疇には入ってござい

ません。 

 したがいまして、そこについては、何と言

うんでしょうか、許認可としてどうのこうの

ということには、直接的にはつながらないの

かなと思っております。 

 

○池田和貴委員 ちょっといいですか。済み

ません、ちょっと私の聞き方が悪かったです

かね。 

 そういう許認可の関係とかではなくて、例

えばとった方が、採取をされていた企業がそ

のまま直接販売をされているのか、であれ

ば、その販売先を調べることもできないのか

なというのと、それと別のほかの販売する方

がいらっしゃれば、そこの方とか、そういう

関係がどがんなっとっとかなという気がした

んですけれども、その辺がどういう取引にな

っているのか、そこをちょっと聞きたかった

んです。 

 

○高口産業支援課長 砂利採取法上は、そこ

ら辺の販売先を私どもで調査をする調査権と

いうのは、採取法上はございません。したが

いまして、そこを調べるのは、事実上、先ほ

どの冒頭申し上げましたように、警察とかあ

るいは税務署みたいに追っていけるような調

査権はございませんので、把握するのは困難

というふうなところでございます。 

 

○池田和貴委員 はい、わかりました。 

 

○吉永和世委員長 今、いろんな委員の先生

方からの御意見等ございましたけれども、砂

利採取に関しましては、大変厳しい御意見等

もあっております。その意見を踏まえて、対

応いただければというふうに思いますが、最

後に、駒崎部長にちょっとその件について御

意見をいただきたいと思います。 

 

○駒崎環境生活部長 それでは、いろいろ御

意見をいただきましたので、まとめて少し発

言をさせていただきます。 

 この問題につきましては、たくさんの要素

がございます。海域を守るために、砂利採取

量の削減計画まで提言をいただいて、つくっ

て取り組んでいるわけですので、これをどう
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するのかという話と、違法採取業者に対し

て、どのような態度で臨むのか、それから、

再発防止のために、どのような監視手段を講

じていくのか、新たな許可についてどう考え

ていくのか。一方で、覆砂については強い御

要望があるように感じております。 

 そのようなさまざまな要素を総合的に勘案

するために、本日もそれぞれの先生方から貴

重な御意見やアドバイスをいただいたと受け

とめておりますので、これを踏まえまして、

執行部の方でしっかりと検討の上、結論を出

してまいりたいと思っております。 

 

○吉永和世委員長 質問がなければ、次に入

りますが、よろしいですか。 

 それでは次に、地球温暖化対策に関する件

について質疑を行います。質疑はございませ

んか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり） 

○吉永和世委員長 なければ、議題の審議に

つきましては、ほかにはありませんので、報

告事項に入ります。 

 執行部から説明をお願いいたします。 

 まず初めに、熊本県地球温暖化対策推進計

画の策定について。 

 野田環境政策課長。 

 

○野田環境政策課長 別用紙で報告事項と書

いたＡ４の裏表の紙があるかと思います。そ

ちらの方をよろしくお願いいたします。 

 熊本県地球温暖化対策推進計画の策定につ

いてでございます。 

 策定の根拠でございますが、ことし４月に

施行しました熊本県の条例に基づき、本計画

の策定が必要となっております。また、法律

に基づいて策定しております計画の対象期間

が両方とも22年となっているため、改定が必

要となっております。 

 さらに、国の方の動き、中期目標で25％削

減という目標もございまして、そういったも

のを踏まえまして、県としましても、削減目

標や施策の検討が必要となっております。そ

ういったことで、今回計画を策定するもので

ございます。 

 策定に当たりましては、県民の方、事業者

の方、団体の方、市町村等の意見を広く反映

してまいりたいと考えております。 

 また、本年度は、第３次環境基本指針、そ

れと第４次環境基本計画の策定を予定してお

りますが、地球温暖化対策推進計画は、この

第４次環境基本計画の中に条例及び法律に基

づく計画として必要な内容を折り込み、双方

を兼ねた計画として位置づけることとしてい

るところでございます。  

 続きまして、裏面をお願いいたします。 

 策定のスケジュールでございます。 

 現在、庁内の検討会議を立ち上げておりま

して、今後庁外の会議等を立ち上げまして、

平成23年２月県議会へ提案をさせていただい

て、そこで御審議をいただければというふう

に考えているところでございますので、どう

かよろしくお願いをいたします。 

 環境政策課は以上でございます。 

 

○吉永和世委員長 ただいまの報告について

質疑はございませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり） 

○吉永和世委員長 なければ、その他に入り

ます。 

 その他として、何かありませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり） 

○吉永和世委員長 それでは、続きまして、

付託調査事件の閉会中の継続審査についてお

諮りします。 

 付託調査事件については、引き続き審査す

る必要があると認められますので、本委員会

を次期定例会まで継続する旨、会議規則第82

条の規定に基づき、議長に申し出ることに御

異議ありませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○吉永和世委員長 御異議なしと認め、その

ようにいたします。 

 以上で本日の議題はすべて終了いたしまし

た。 

 それでは、これをもちまして、第17回環境

対策特別委員会を閉会します。 

  午後０時38分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  環境対策特別委員会委員長 
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